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掲 載
略　称 運転資金 設備資金 ページ

経営指導特例 小口･経指  商工会議所・商工会の経営指導を１年以内に６か月以上複数回受け、証明を受けたもの

経営革新特例 小口･経革  経営革新計画に係る中小企業診断士の実施フォローアップを受けたもの

短期つなぎ特例 小口･短期  都・区市町の保証付融資制度を利用し、約定（元金）返済を１年以上継続しているもの 300万円ォ 2年以内 ― 固定金利1.9％以内又は変動金利

7年以内 10年以内

7年以内 10年以内

2年以内 ―

（１）から（３）を全て満たす株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社及び士業法人

（１）都・区市町の保証付融資制度を利用し、約定（元金）返済を１年以上継続していること

（２）経常利益を計上し、債務超過でないこと

（３）「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリスト等の確認書類を提出すること

短期つなぎ特例 ｸｲｯｸ･短期  上記（１）のみを満たす中小企業者又は組合 500万円ォ 2年以内 ―

（１）及び（２）を満たす中小企業者又は組合

（１）引き続き２年以上同一事業を営んでいること

（２）経常利益を計上し債務超過でない法人又は課税される所得金額のある個人事業者

（2億円）

官公需適格特例 組･官公需  官公需適格組合としての証明を受けた組合 上記金利より0.1％優遇

（１）から（３）のいずれかに該当するもの

（１）事業を営んでいない個人で、創業しようとする具体的な計画を有するもの

（２）創業した日から５年未満である中小企業者又は組合

（３）分社化しようとする会社又は分社化により設立された日から5年未満の会社

創業支援特例 創業・支援  区市町村の認定特定創業支援事業による支援又は商工団体等による創業支援を受け、証明を受けたもの 上記金利より0.4％優遇

（１）又は（２）のいずれかに該当する中小企業者

（１）事業の実施に必要な機械・装置、工具・器具・備品等の増強、改良又は補修等を行うもの（設備更新）

（２）都内において工場・事務所の新増設又は移転等を行うもの（企業立地促進）

（１）から（３）のいずれかを行う中小企業者又は組合

（１）公的機関の認定・認証・登録等を受けて実施する事業

（２）東京都等の助成金の交付決定を受けた事業

（３）平成２７年度において東京都が重点的支援を行う事業等

（１）から（７）のいずれかに該当する中小企業者又は組合

（１）最近３か月の売上が前年同期比５％以上減少又は減少見込

（２）最近３か月の売上が平成２０年８月以前の直近同期比５％以上減少又は減少見込

（３）売上原価の２０％以上を占める原油等の仕入価格が２０％以上上昇の一方で価格転嫁できていない

（４）金融機関からの総借入金が前年同期比１０％以上減少

（５）倒産等企業に事業上の債権を有している
（６）災害により事業活動に影響を受けている

（７）東京都知事が指定するもの（アスベスト対策）
（１）から（３）のいずれかに該当する中小企業者

（１）事業承継を10年以内に行う計画を策定し、計画の実行に取り組むこと

（２）事業承継をした日から5年未満であり、事業計画を策定し、承継後の経営の安定化等に取り組むこと

（３）経営承継関連保証に係る経済産業大臣の認定を受けたこと
5年以内 7年以内

ﾘﾊﾞｲﾊﾞﾙ  中小企業再生支援協議会など公的機関の支援等を受け、事業再生に取り組む中小企業者又は組合 1億円ォ

10年以内 －

◆ 小口･短期、ｸｲｯｸ、都経営力強化、再生は指定金融機関のみ、政策特別は取扱金融機関のみで受付。　※1）認定特定創業支援事業による支援を受けた場合、融資限度額を500万円上乗せ。　※2）経営革新計画に係る実施フォローアップを受けた場合又は商工団体等によるBCPの策定・実施に係る支援を受けた場合、0.2％の金利を優遇。

このほか、一定の地域に集中して発生した災害により被害を受けた中小企業者等に対し災害復旧資金融資を実施。

平成27年度　東京都中小企業制度融資一覧 平成２7年４月１日現在

融 資 メ ニ ュ ー 融 資 対 象 融 資 限 度 額
（　）内は組合

融 資 期 間
　　融 資 利 率（年） 保 証 人

細　目

様

々

な

事

業

運

営

に

活

用

　小規模企業向け融資 小口
(国の全国統一保証制度)

小口
 従業員数が製造業等２０人以下（卸・小売・サービス業は５人以下）の事業者等であって、この融資を含め、
 全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が１，２５０万円以下のもの

受注対応特例 事業・受注

小規模企業者

2分の1
10

― 12

物 的 担 保 保 証 料 補 助

上記金利より0.4％優遇

小規模企業 小企  従業員数が製造業等３０人以下（卸･小売･サービス業は１０人以下）の中小企業者 8,000万円ォ

【責任共有利率】

 固定金利2.1％以内～2.7％以内
　　　　  又は変動金利
【全部保証利率】

 固定金利1.9％以内～2.5％以内
　　　　  又は変動金利

10年以内

固定金利1.9％以内～2.5％以内
又は変動金利

1,250万円ォ

1億円ォ

(2億円)

（ 小 ）

原則として既存の
保証付融資残高と
新規の保証付融資
額の合計が８千万
円超の場合は必要

　一般事業資金融資

金融機関所定利率

2年以内

原則として
不要

7年以内

14

クイック ｸｲｯｸ 5,000万円ォ 5年以内
16

事業一般
事業
一般

 中小企業者又は組合
2億8,000万円ォ

(4億8,000万円)

17

組合向け 組  事業協同組合等
7年以内 10年以内

【責任共有利率】

 固定金利2.1％以内～2.7％以内
　　　　  又は変動金利
【全部保証利率】

 固定金利1.9％以内～2.5％以内
　　　　  又は変動金利

転貸資金の場合
代表理事及び
転貸先代表者

信用保証なし
の場合

 必要に応じ

―

18
(転貸1組合員 3,500万円)

（事業）

新

た

な

事

業

展

開

に

活

用

　創業融資

2,500万円ォ 7年以内 10年以内 22

　産業力強化融資
設備更新

・

企業立地促進

設備
･

立地
2億8,000万円ォ

（創業）

(2) 15年以内

【責任共有利率】

 固定金利1.7％以内～2.4％以内
　　　　  又は変動金利
【全部保証利率】

 固定金利1.5％以内～2.2％以内
　　　　  又は変動金利

創業創業

26

(2) 原則として
必要

全事業者

2分の1

― (１) 10年以内

原則として
法人代表者を除き

連帯保証人は
不要

原則として不要
全事業者

2分の1

【責任共有利率】

 固定金利2.1％以内～2.7％以内
　　　　  又は変動金利
【全部保証利率】

 固定金利1.9％以内～2.5％以内
　　　　  又は変動金利

ﾁｬﾚﾝｼﾞ
1億円ォ

(2億円)
10年以内

【責任共有利率】

 固定金利1.7％以内～2.2％以内
【全部保証利率】

 固定金利1.5％以内～2.0％以内

―

 全事業者

5分の4

28

（産業） 政策特別
政策
特別

 新たな事業展開や経営改善など前向きな取組を行う中小企業者又は組合
 （融資限度額、融資期間、融資利率等は取扱金融機関ごとに設定）

2億8,000万円ォ

(4億8,000万円)
10年以内 金融機関所定利率 32

経

営

の

安

定

化

に

活

用

　経営支援融資
災害
緊急

 東日本大震災復興緊急保証に係る区市町村長等の認定等を受けた中小企業者又は組合
2億8,000万円ォ

(4億8,000万円)

(国の全国統一保証制度)

都
経営力
強化

 金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗
 の報告を行う中小企業者又は組合

2億8,000万円ォ

(4億8,000万円)

経営
ｾｰﾌ

 信用保険法第２条第５項に定めるセーフティネット保証に係る区市町村長の認定を受けた中小企業者又は組合

【責任共有利率】

 固定金利1.7％以内～2.2％以内

【全部保証利率】

 固定金利1.5％以内～2.0％以内

原則として既存の
保証付融資残高と
新規の保証付融資
額の合計が８千万
円超の場合は必要

固定金利1.5％以内～2.0％以内

1億円ォ

(2億円)
10年以内

10年以内

（据置6か月以内を含む）

36

（経営）
（借換の場合10年以内）
（据置1年以内を含む）

　企業再生支援融資 企業再建
必要に応じ

特別借換
特別
借換

 事業計画を策定し、保証付融資を借り換えることで、資金繰りの安定化や経営改善に取り組む中小企業者
 又は組合

企業
再建

 民事再生手続又は会社更生手続を申し立て、再生計画又は更生計画認可後３年を経過しておらず、かつ再生
 計画又は更生計画を完遂していない中小企業者又は組合

2億円ォ

既往の保証付融資残高及び事業
計画実施に必要な資金の範囲内

リバイバル支援

（再生） 借換 借換
 複数口の都・区市町の保証付融資制度を利用し、約定（元金）返済を１年以上継続していて、一本化することによ
 り返済負担の軽減を図ることができる中小企業者又は組合

5,000万円ォ 10年以内

災害復旧資金融資 災
 知事が指定した災害により損失を受けている中小企業者又は組合
 （三宅島火山活動災害、東日本大震災、平成２５年台風２６号に伴う被害）

原則として一災害8,000万円
（災害毎に設定）

原則として 10年以内
（災害毎に設定）

【責任共有利率】固定金利1.7％
【全部保証利率】固定金利1.5％

極度枠設定 極度

事業
承継

2億8,000万円ォ
全事業者

2分の1

経営
一般

事業承継支援型

チャレンジ

－

金融機関所定利率

全事業者

2分の1

37

40

52
全事業者
全額

 小規模企業者

 2分の1

10年以内（据置1年以内を含む）

 確定した受注があり、その受注に対応するための資金を必要とする中小企業者又は組合 1億円(2億円)

48

46

 小規模企業者

 2分の1
42

 小規模企業者

 2分の1

―

―

区市町村認定書 
必要型 

区市町村認定書 
不要型 

経営力強化保証 
対応型 

（据置6か月以内を含む） 

（据置6か月以内を含む） 

（据置6か月以内を含む） 

（据置6か月以内を含む） 

（据置1年以内を含む） 

（据置1年以内を含む） 

（据置2年以内を含む） 

（据置2年以内を含む） 

（据置2年以内を含む） 

(1) 

(2) 

(1)は自己資金に1,000万円 
を加えた額の範囲内 

※1 

※2 

全事業者 
0.2％相当分 

全事業者 
2分の1 

東日本大震災復興 
緊急保証対応型 

（据置2年以内を含む） 
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‐1‐ 

平成 27年度東京都中小企業制度融資要項 

第１ 総則 

１ 目的 

  この要項は、都内の中小企業者及び組合に対し、事業の活性化及び経営の安定化など事業に必要

な資金を融資し、金融の円滑化を図ることを目的とする。 

 

２ 定義 

  この要項において用いる用語の定義は、次の表のとおりとする。 

用  語 定    義 

信用保険法 中小企業信用保険法（昭和 25年法律第 264号）をいう。 

中小企業者 次の（１）及び（２）を満たすものをいう。（55ページ【別記】参照） 

（１）次のアからエのいずれかに該当すること。 

ア 個人事業者 

イ 会社（株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業

法人（監査法人、特許業務法人、弁護士法人、税理士法人、社会保険労務

士法人、司法書士法人、土地家屋調査士法人、行政書士法人）） 

ウ 医業を主たる事業とする法人 

エ 特定非営利活動法人 

（２）信用保険法第 2条第 1項に該当すること。 

組合 次の（１）及び（２）を満たすものをいう。（55ページ【別記】参照） 

（１）中小企業等協同組合、消費生活協同組合、商店街振興組合、協業組合、商

工組合、生活衛生同業組合、酒造組合、酒販組合、内航海運組合等のいずれ

かであること。 

（２）信用保険法第 2条第 1項に該当すること。 

指定金融機関 総則の８（7ページ）で定める東京都中小企業制度融資取扱指定金融機関をいう。 

保証協会 東京信用保証協会をいう。 

あっ旋機関 融資申込受付機関のうち、「指定金融機関」、「保証協会」以外のものをいう。 

一般保証 保証協会の保証のうち、一般関係保険に係るものをいう。 

特例保証 保証協会の保証のうち、特例関係保険に係るものをいう。 

セーフティ 

ネット保証 

信用保険法第 12条に規定する経営安定関連保証をいう。 

なお、この保証を使うには、区市町村長の認定（信用保険法第 2条第 5項の認定）

を受けることが必要である。（56ページ【参考資料】参照） 

 

３ 融資対象の基本要件 

  原則として次の（１）から（４）を全て満たしていることを要する。ただし、各融資に別段の定

めがある場合には、別段の定めが優先する。 

（１）都内に事業所（住居）を有し、保証協会の保証対象業種に属する事業（以下「保証対象事業」

という。）を営んでいること。ただし、一定の業歴要件が必要となる場合がある。 

（２）当該事業を営むために許可、認可、登録、届出等を必要とする業種にあっては、当該許可等を
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受けていること。 

（３）事業税その他租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納がないこと。ただし、完納の見通しが

立つ場合などはこの限りではない。 

（４）現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると

認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。 

 

４ 融資条件 

  次の表のとおりとする。ただし、各融資に別段の定めがある場合には、別段の定めが優先する。 

資金使途 融資ごとに定める。 

なお、既往の融資を返済することを資金使途として、この要項に基づく融資制度

を申し込む場合において、返済することのできる既往の融資は、原則として次の

（１）及び（２）に限る。 

（１）東京都中小企業制度融資要項に基づく融資制度のうち保証協会の保証付融

資 

（２）都内の区市町が実施している融資制度のうち保証協会の保証付融資 

融資限度額 融資ごとに定める。 

融資期間 融資ごとに定める。 

融資利率（年） 融資ごとに定める。 

また、平成 19年 10月 1日以降に融資が実行されたものについて当初の融資期間

を延長する条件変更があった場合、条件変更日以降の融資期間の融資利率は、そ

の条件変更日の、当初の融資実行日から期間延長後までの融資期間に適用されて

いる利率とすることができる。（62ページ【参考資料】４参照） 

返済方法 融資ごとに定める。 

融資形式 融資ごとに定める。 

信用保証 保証協会の信用保証を要する。 

なお、信用保証の形態は、「極度枠設定」を除き個別保証とする。（「組合向け」

は要しない場合もある。） 

信用保証料 保証協会の定めるところによる。 

なお、信用保証料は借入申込者の負担となるが、東京都が信用保証料の一部を補

助する融資がある。ただし、信用保証料が分割納付された場合は補助の対象とな

らない。 

保証人 原則として法人代表者（実質的な経営権を持っている者等を含む。）を除き連帯

保証人は不要とする。 

また、組合は、その実情に応じ、他の理事を連帯保証人とすることがある。 
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物的担保 

（注１） 

新規の保証を含めて保証合計残高が 8,000 万円以下の場合は原則として無担保

とし、8,000 万円を超える場合は次の表のとおりとする。ただし、8,000 万円以

下の場合でも物的担保が必要となる場合がある。 

また、各融資に別段の定めがある場合には、別段の定めが優先する。 

保証の種別 物的担保の条件 

一般保証のみ利用 原則として物的担保を要する。 

特例保証のみ利用 原則として物的担保を要する。 

一般保証と特例保証との

併用 

一般、特例のそれぞれの保証で 8,000 万円を超え

る場合は原則として物的担保を要する。 

※ 中小企業金融安定化特別保証（平成 13年 3月 31日以前の信用保険法第 2条

第 4項第 6号の認定に基づく保証）と一般保証の合計は 1億円を無担保の限

度とする。 

責任共有制度

の適用 

責任共有制度が適用される。ただし、【表１】のいずれかの保証を適用する場合

は、責任共有制度の対象外となる。 

（注１）「CLO対応資金融資」の保証債務残高は、無担保保証残高に含まないものとする。 

 

【表１】 

 要  件 

小口零細企業

保証制度に係

る保証 

次の（１）及び（２）を満たす小規模企業者 

（１）信用保険法第 2条第 3項第 1号から第 6号までに定める小規模企業者であること。  

（２）この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が 1,250万

円以下であること。 

特別小口保険

に係る保証 

（信用保険法第 2 条第 3 項  

第 1号から第 6号までに 

規定する小規模企業者 

に係るものに限る。） 

次の（１）から（４）を全て満たす個人事業者 

（１）信用保険法第 2条第 3項第 1号から第 6号までに定める小規模企業者であること。  

（２）引き続き 1年以上東京都内で同一の業種に属する事業を営んでいること。 

（３）源泉徴収による所得税以外の所得税、事業税または所得割のある住民税の

いずれか（予定納税を含む。）を完納していること。 

（４）特別小口保険以外の保険関係が成立していないこと。 

経営安定関連

保証（1～6号） 

セーフティネット保証 1号～6号に係る区市町村長の認定を受けた中小企業者等 

災害関係保証 次の（１）及び（２）を満たす中小企業者等 

（１）激甚災害について災害救助法（昭和 22年法律第 118号）が適用された地

域又は中小企業者等が有する施設が被災を受けていると認められるとして

主務省において指定された地域（被災地域）内に事業所を有するものであ

ること。 

（２）激甚災害により直接被害を受けたものであること。 

創業等 

関連保証 

次の（１）から（６）のいずれかに該当するもの 

（１）事業を営んでいない個人であって、自己資金があり、1か月以内に新たに

事業を開始する具体的計画を有するもの 

（２）事業を営んでいない個人であって、自己資金があり、2か月以内に新たに

会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの 
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 （３）中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実

施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、当該新たに設立される会

社が事業を開始する具体的計画を有するもの 

（４）事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後 5年を経過していないも

の 

（５）事業を営んでいない個人により設立された中小企業者である会社であっ

て、その設立の日以後 5年を経過していないもの 

（６）中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつ

つ、新たに設立した中小企業者である会社であって、その設立の日以後 5年

を経過していないもの 

創業 

関連保証 

次の（１）から（７）のいずれかに該当するもの 

（１）事業を営んでいない個人であって、1か月以内（産業競争力強化法第 2条

第 23 項第 1 号に規定する認定特定創業支援事業により経済産業省令で定め

るところにより支援を受けて行う創業に要する資金に係る創業関連保証（以

下「支援創業関連保証」という。）にあっては、6 か月以内）に新たに事業

を開始する具体的計画を有するもの 

（２）事業を営んでいない個人であって、2か月以内（支援創業関連保証にあっ

ては、6か月以内）に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体

的計画を有するもの 

（３）中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実

施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、当該新たに設立される会

社が事業を開始する具体的計画を有するもの 

（４）事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後 5年を経過していないも

の 

（５）事業を営んでいない個人により設立された中小企業者である会社であっ

て、その設立の日以後 5年を経過していないもの 

（６）中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつ

つ、新たに設立した中小企業者である会社であって、その設立の日以後 5年

を経過していないもの 

（７）創業者（会社解散日に当該会社の業務を執行する役員であった者を含む。）

が過去に経営状況の悪化により事業を廃止又は会社を解散した経験を有し、

当該事業廃止の日若しくは会社を解散した日から 5年未満のもの 

事業再生保険

に係る保証 

次の（１）から（３）を全て満たす中小企業者等 

（１）次のア又はイに該当するもの 

ア 再生事件又は更生事件が係属しているもの 

イ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 188条第 1 項の規定に基づき

再生手続き終結の決定を受けたもの（再生計画が遂行された場合その他の

経済産業省令で定める場合を除く。） 

（２）再生計画の認可又は更生計画の認可の決定が確定した後 3 年を経過して

いないもの 

（３）次のア及びイを満たすもの 

ア 金融機関及び取引先から取引の支援が得られており、事業の再建に合理

的な見通しが認められること。 

イ 償還が見込まれること。 
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求償権を消滅

させることを

目的とした保

証 

次の（１）及び（２）を満たす中小企業者等 

（１）求償権の返済を目的とした資金に係る保証を受けるものであること。 

（２）中小企業再生支援協議会、独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資する

再生ファンド等が策定した再生計画や、保証協会の「再生審査会」の承認を

得た再生計画に基づく保証であって、当該保証を含めた再生計画の実行によ

り業況の改善が見込まれること。 

東日本大震災

復興緊急保証 

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成 23

年法律第 40号）に係る区市町村長等の証明又は認定を受けた中小企業者等 

経営力強化保

証制度に係る

保証・事業再

生計画実施関

連保証制度に

係る保証 

東京都中小企業制度融資又は都内の区市町が実施している融資制度で、責任共有

制度の対象除外となる既往の保証協会の保証付融資（平成 19年 9月 30日以前に

保証協会が申込み受付した保証であって保証割合が 100％の保証を含む。）を経

営力強化保証制度に係る保証又は事業再生計画実施関連保証制度に係る保証で

借り換える（既往の保証付融資の範囲内の額を借り換える場合に限る。）中小企

業者等 

 

５ 融資の申込み 

（１）融資申込受付機関における融資申込受付時期 

 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで。ただし、各融資に別段の定めがある場合に

は、別段の定めが優先する。 

（２）融資申込受付機関 

   次の表のとおりとする。 

制度略称  

 

 

 

 

融資申込受付機関 

小 

 事 業 創

業 

産 業 経

営 

 

再

生 

災 

小

口

・

短

期 

事

業

一

般 

ク

イ

ッ

ク 

極

度 

組 

設

備

・

立

地 

チ

ャ

レ

ン

ジ 

政

策

特

別 

都

経

営

力

強

化 

指 定 金 融 機 関 ○ ○ ○ ○ ○ ※1 ○ ○ ○ ※2 ○ ○ ○ ※3 

保 証 協 会 ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ × × ○ 

東京都中小企業団体中央会 ○ × ○ × ○ ○ × × × × × × × 

※3 

商 工 会 議 所 ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ × × 

商 工 会 ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ × × 

東 京 都 商 工 会 連 合 会 ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ × × 

公益財団法人東京都中小企業振興公社 ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ × × 

東 京 都 各 支 庁 ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ × × 

東京都産業労働局金融部金融課 ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ × × ○ 

（注）「○」申し込める。 「×」申し込めない。 

※1 商工組合中央金庫のみとする。 

※2 別に定める。 

※3 災害の都度定める。 
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（３）申込みに必要な書類 

 次の表のとおりとする。ただし、この他にも必要書類がある場合には、融資ごとに定める。 

 また、指定金融機関及び保証協会の審査等のために、それ以外の書類が必要となる場合がある。 

【法人の場合】 

書  類  名 必要部数 

信用保証委託申込書（※） 
各１部 

信用保証委託契約書（※） 

個人情報の取扱いに関する同意書（※） ２ 部 

印鑑証明書（申込人及び連帯保証人のもの） 
各１部 

商業登記簿謄本 

確定申告書（決算書）の写し（原則直近 2期分） ２ 部 

納税証明書（法人税＜その 1＞又は事業税） 

各１部 見積書又は契約書の写し（設備資金の場合のみ必要） 

創業計画書（創業融資を利用する場合及び業歴 1年未満の場合に必要） 

※ 保証協会及びあっ旋機関から申し込む場合は、融資あっ旋用を使用のこと。 

【個人事業者の場合】 

書  類  名 必要部数 

信用保証委託申込書（※） 
各１部 

信用保証委託契約書（※） 

個人情報の取扱いに関する同意書（※） ２ 部 

印鑑証明書（申込人のもの） １ 部 

所得税の確定申告書の写し（原則直近 2期分） ２ 部 

納税証明書（所得税＜その 1＞又は事業税） 

各１部 見積書又は契約書の写し（設備資金の場合のみ必要） 

創業計画書（創業融資を利用する場合及び業歴 1年未満の場合に必要） 

※ 保証協会及びあっ旋機関から申し込む場合は、融資あっ旋用を使用のこと。 

 

６ 融資申込受付後の処理 

  下記のとおりとする。ただし、各融資に別段の定めがある場合には、別段の定めが優先する。 

（１）指定金融機関が直接受け付けた場合は、審査の上、適当と認めたものを保証協会に送付する。

あっ旋機関が受け付けた場合は、融資の対象に該当するか否かを審査し、適当と認めたものを保

証協会に送付する。ただし、東京都各支庁は、東京都産業労働局金融部金融課を経由して保証協

会に送付する。 

（２）保証協会は、指定金融機関から送付されたものであって、審査の上、保証を決定したものにつ

いては、信用保証書を指定金融機関へ送付する。 

また、保証協会は、あっ旋機関から送付されたもの及び直接受け付けたものであって、審査の

上、保証を決定したものについては、指定金融機関に融資をあっ旋し、信用保証書を送付する。 

（３）指定金融機関は、信用保証書に基づき融資する。 

 

７ 関係書類の表示 

  融資ごとに定める。 
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８ 東京都中小企業制度融資取扱指定金融機関 

  原則として次の表の金融機関の都内本支店とする。 

金融機関名（84） （五十音順） 

普通銀行 

38 行 

信用金庫 

29 金庫 

政府系金融機関 

1 金庫 

信用組合 

15 組合 

農協系統金融機関 

1 連合会 

阿波 

伊予 

SBJ 

北日本 

きらやか 

群馬 

京葉 

埼玉りそな 

静岡 

静岡中央 

常陽 

新銀行東京 

大光 

第四 

千葉 

千葉興業 

筑波 

東京スター 

東京都民 

東邦 

東和 

徳島 

八十二 

東日本 

百十四 

北越 

北陸 

みずほ 

三井住友 

三井住友信託 

三菱東京ＵＦＪ 

三菱ＵＦＪ信託 

武蔵野 

八千代 

山口 

山梨中央 

横浜 

りそな 

青木 

朝日 

足立成和 

青梅 

亀有 

川崎 

興産 

小松川 

西京 

さわやか 

芝 

湘南 

城南 

城北 

昭和 

巣鴨 

西武 

世田谷 

瀧野川 

多摩 

東栄 

東京 

東京三協 

東京シティ 

東京東 

東京ベイ 

飯能 

目黒 

横浜 

商工組合中央金庫 あすか 

東 

共立 

江東 

七島 

青和 

全東栄 

第一勧業 

大東京 

東京厚生 

東浴 

中ノ郷 

ハナ 

文化産業 

北部 

東京都信用農業 

協同組合連合会 

取  扱  制  度 

「政策特別」「組」「災」を除き、この要項に定める全ての制度。「組」は商工組合中央金庫のみ

とする。 

（注）一部の制度では「固定金利」と「変動金利」があるが、「変動金利」については取り扱っ

ていない金融機関がある。「変動金利」を取り扱っていない金融機関は以下のとおりである。   

東京三協信用金庫、あすか信用組合、東信用組合、江東信用組合、東浴信用組合、中ノ郷

信用組合 
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９ 融資目標額及び預託金 

  次の表のとおりとする。 

なお、各々の指定金融機関への預託金額は、東京都が別に定める。 

制  度  名 

（略称） 

融資目標額 

（億円） 
預 託 金 備  考 

小規模企業向け融資 

（ 小 ） 
2,700 有 

預託金とは、都が金融

機関に対して預金する

貸付原資の一部のこと

である。 

預託を行うことによ

り、中小企業者への円

滑な資金の供給と低利

な政策金利の実現が図

られる。 

一般事業資金融資 

（事業） 
4,500 有※1 

創業融資 

（創業） 
450 有 

産業力強化融資 

（産業） 
1,270 有※2 

経営支援融資 

（経営） 
2,600 有 

企業再生支援融資 

（再生） 
1,010 無 

災害復旧資金融資 

（ 災 ） 
15 有 

※1「組合向け」のみ 

※2「政策特別」を除く 

 

10 期中支援 

  申込中小企業者が、信用保険法第 2条第 5項第 5号の特定中小企業者であって、保証協会から保

証承諾を受けた場合は、取扱金融機関は、半年に一度、保証協会に対して所定の業況報告書を提出

するものとする。ただし、申込中小企業者に対する保証金額が 1,250万円以下であるとき又は保証

期間が 1年以内であるときはこの限りでない。 

なお、取扱金融機関が業況報告書を提出しなかった場合は、当該案件にかかる代位弁済請求を行

う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。 
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11 その他 

（１）保証協会は、毎月末日現在の各制度の貸付状況や金利状況等を翌月 20 日までに東京都に報告

し、東京都はその内容を確認する。 

（２）保証協会が発行する信用保証書の金利欄について、この要項で融資利率を東京都が定めている

制度では「地方公共団体指定の利率」と表示し、それ以外の制度では「金融機関所定の利率によ

る」と表示する。ただし、「災害復旧資金融資」は、「○.○％」と表示する。 

（３）商工組合中央金庫は、毎月末日現在の「組合向け」の貸付状況を翌月 20 日までに東京都に報

告するものとする。 

（４）東京都は、この要項を実施するために必要があると認めるときは、指定金融機関、信金中央金

庫、全国信用協同組合連合会、東京都中小企業団体中央会に対して指示をし、帳簿その他関係書

類を調査し又は融資業務の状況その他参考となる事項について報告及び資料の提出を求めるこ

とができるものとする。 

（５）この要項と異なる条件（金利等）の融資が実行された場合、東京都は指定金融機関に対して訂

正を求めることができるものとする。 

（６）保証協会の保証審査により各融資の取扱いができない場合がある。 

（７）この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
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第２ 小規模企業向け融資（略称：小） 

Ⅰ 小口【小口零細企業保証制度】（略称：小口） 

 

１ 目的 

  都内の小規模企業者に対し、事業運営に必要な小口資金を融資することにより、事業の活性化を

図ることを目的とする。（国の全国統一保証制度） 

 

２ 定義 

  総則の２（1ページ）に定めるとおりとする。 

 

３ 融資対象 

  次の（１）から（３）を全て満たすもの 

  なお、次の（１）から（５）を全て満たすものは、短期つなぎ特例（略称：小口・短期）の融資

対象とすることができる。 

（１）次に掲げる信用保険法第 2条第 3項第 1号から第 6号までに定める小規模企業者 

  ア 常時使用する従業員の数が 20 人（卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業

者については 5人）以下の会社及び個人であって、信用保険法施行令（昭和 25年政令第 350

号）第 1 条第 1 項に定める業種（55ページ【別記】参照)に属する事業（以下「特定事業」

という。）を行うもの（イに掲げるものを除く。） 

  イ 常時使用する従業員の数がその業種ごとに信用保険法施行令で定める数以下の会社及び個

人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業

を行うもの 

ウ 事業協同小組合であって、特定事業を行うもの又はその組合員の 3分の 2以上が特定事業を

行う者であるもの 

  エ 特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が 20人以下のもの 

  オ 特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が 20人以下のもの 

  カ 医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が 20 人以下のもの（上記

アからオに掲げるものを除く。） 

（２）融資対象の基本要件（総則の３、1～2ページ）を満たすこと。 

（３）この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が 1,250 万円以下であること。 

（４）東京都中小企業制度融資又は都内の区市町が実施している融資制度で保証協会の保証付融資を

利用していること。 

（５）上記の保証付融資の元金を、原則として 1年以上にわたり約定どおり返済していること。 
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４ 融資条件 

  次の表のとおりとする。 

 
小口【小口零細企業保証制度】 

（略称：小口） 

 

短期つなぎ特例 

（略称：小口・短期） 

資金使途 運転資金・設備資金 運転資金 

融資限度額 

（注１） 

1,250万円 

 

300万円 

 

融資期間 運転資金  7年以内 

（据置期間 6か月以内を含む。） 

設備資金 10年以内 

（据置期間 6か月以内を含む。） 

2年以内 

融資利率（年） 固定金利と変動金利のうちから、借入申込者が選択できるものとする。 

【固定金利】（融資期間により異なる。融資時の金利が完済まで適用される。） 

 融資期間 3年以内     1.9％以内 

      3年超 5年以内  2.1％以内 

      5年超 7年以内  2.3％以内 

      7年超      2.5％以内 

【変動金利】「短プラ＋0.7％」以内 

なお、次の（１）又は（２）を満たすものは、上

記の金利から 0.4％優遇した金利とする。 

小口（経営指導特例）（略称：小口・経指） 

（１）商工会議所・商工会の経営指導を直近

1 年以内に 6 か月以上複数回受け、その

証明を受けていること。 
 

小口（経営革新特例）（略称：小口・経革） 

（２）経営革新計画に係る中小企業診断士の

実施フォローアップを受けたことにつ

いて確認申請書（90ページ）により確認

を受けていること。 
・ 

 

返済方法 分割返済（元金据置期間は 6か月以内）とする。

ただし、融資期間が 6か月以内の場合は一括返済

とすることができる。 

均等分割返済（据置期間な

し）とする。 

融資形式 証書貸付とする。ただし、融資期間が 1年以内の

場合は手形貸付、6 か月以内の場合は手形割引又

は電子記録債権割引とすることができる。 

証書貸付とする。ただし、融

資期間が1年以内の場合は手

形貸付とすることができる。 

信用保証料 保証協会の定めるところによる。 

なお、東京都が信用保証料の 2分の 1を補助する。 

保証人 総則の４（2ページ）に定めるとおりとする。 

物的担保 原則として無担保とする。 

（注１）全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高を含める。 
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Ⅱ 小規模企業（略称：小企） 

 

１ 目的 

  都内の小規模企業者に対し、事業運営に必要な資金を融資することにより、事業の活性化を図る

ことを目的とする。 

 

２ 定義 

  総則の２（1ページ）に定めるとおりとする。 

 

３ 融資対象 

  次の（１）及び（２）を満たすもの 

（１）従業員数が 30人（卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については 10人）

以下の中小企業者 

（２）融資対象の基本要件（総則の３、1～2ページ）を満たすこと。 

 

４ 融資条件 

  次の表のとおりとする。 

資金使途 運転資金・設備資金 

融資限度額 

（注１） 

8,000万円 

融資期間 運転資金  7年以内（据置期間 6か月以内を含む。） 

設備資金 10年以内（据置期間 6か月以内を含む。） 

融資利率（年） 固定金利と変動金利のうちから、借入申込者が選択できるものとする。 

【固定金利】（融資期間により異なる。融資時の金利が完済まで適用される。） 

 融資期間 3年以内     2.1％以内 

      3年超 5年以内  2.3％以内 

      5年超 7年以内  2.5％以内 

      7年超      2.7％以内 

【変動金利】「短プラ＋0.9％」以内 

＜責任共有制度の対象外となる場合＞ 

【固定金利】（融資期間により異なる。融資時の金利が完済まで適用される。） 

 融資期間 3年以内     1.9％以内 

      3年超 5年以内  2.1％以内 

      5年超 7年以内  2.3％以内 

      7年超      2.5％以内 

【変動金利】「短プラ＋0.7％」以内 

返済方法 分割返済（元金据置期間は 6か月以内）とする。ただし、融資期間が 6か月以内

の場合は一括返済とすることができる。 

融資形式 証書貸付とする。ただし、融資期間が 1年以内の場合は手形貸付とすることがで

きる。 

保証人 総則の４（2ページ）に定めるとおりとする。 

物的担保 総則の４（3ページ）に定めるとおりとする。 

（注１）「小企」の既往融資残高を含める。 
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Ⅲ 手続き 

 

１ 融資の申込み 

（１）融資申込受付時期 

   総則の５（5ページ）に定めるとおりとする。 

（２）融資申込受付機関 

   総則の５（5ページ）に定めるとおりとする。 

（３）融資申込みに必要な書類 

   次の表のとおりとする。 

書  類  名 必要部数 

共通 総則の５（6ページ）に定める書類 所定部数 

小

口 

経営指導

特例 

商工会議所・商工会が発行する経営指導内容証明書（67、68ページ） 
１ 部 

経営革新

特例 

確認申請書（90ページ） 
１ 部 

 

２ 融資申込受付後の処理 

  総則の６（6ページ）に定めるとおりとする。 

 

３ 関係書類の表示 

  小口の関係書類には「小口」、小規模企業の関係書類には「小企」の表示をする。ただし、小口

（経営指導特例）の関係書類には「小口・経指」、小口（経営革新特例）の関係書類には「小口・

経革」、小口（短期つなぎ特例）の関係書類には「小口・短期」の表示をする。 
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第３ 一般事業資金融資（略称：事業） 

Ⅰ 事業一般（略称：事業一般） 

 

１ 目的 

  事業運営に必要な資金を融資することにより、都内の中小企業者及び組合の事業の活性化を図る

ことを目的とする。 

 

２ 定義 

  総則の２（1ページ）に定めるとおりとする。 

  また、本融資に特有の用語の定義は次の表のとおりである。 

用  語 定  義 

確定した受注 取引先から商品・サービス等の発注を受け、2年以内に売上金が入金される契約

のことをいう。 

 

３ 融資対象 

  次の（１）及び（２）を満たすもの 

  なお、次の（１）から（３）を全て満たすものは、受注対応特例（略称：事業・受注）の融資対

象とすることができる。 

（１）中小企業者又は組合であること。 

（２）融資対象の基本要件（総則の３、1～2ページ）を満たすこと。 

（３）確定した受注があり、その受注に対応するための資金を必要とするものであること。 

 

４ 融資条件 

  次の表のとおりとする。 

 事業一般 

（略称：事業一般） 

 

受注対応特例 

（略称：事業・受注） 

資金使途 運転資金・設備資金 運転資金 

融資限度額 

（注１） 

（注２） 

2億 8,000万円（組合 4億 8,000万円） 1億円（組合 2億円） 

融資期間 運転資金  7年以内 

（据置期間 6か月以内を含む。） 

設備資金 10年以内 

（据置期間 6か月以内を含む。） 

運転資金  2年以内 

（据置期間 2年以内を含む。ただ

し、融資期間を超えない範囲内と

する。） 

融資利率（年） 金融機関所定利率 

返済方法 分割返済（元金据置期間は 6か月以内）とす

る。ただし、融資期間が 6か月以内の場合は

一括返済とすることができる。 

分割返済（元金据置期間は 2年以

内。ただし、融資期間を超えない

範囲内とする。）又は一括返済と

する。ただし、対応する受注によ

る売上金の入金に応じた返済方

法を設定することができる。 
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（注１）平成 14年度以降の「自律」（「つなぎ」「借換」を除く。）の既往融資残高を含める。 

（注２）組合のうち、消費生活協同組合及び内航海運組合は、1億円とする。 

融資形式 証書貸付とする。ただし、融資期間が 1年以内の場合は手形貸付とすることがで

きる。 

保証人 総則の４（2ページ）に定めるとおりとする。 

物的担保 総則の４（3ページ）に定めるとおりとする。 
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Ⅱ クイック（略称：クイック） 

 

１ 目的 

  一定の財務要件等を満たす場合に事業運営に必要な資金を迅速に融資することにより、都内の中

小企業者及び組合の事業の活性化を図ることを目的とする。 

 

２ 定義 

  総則の２（1ページ）に定めるとおりとする。 

 

３ 融資対象 

  次の（１）から（６）を全て満たすもの。 

  なお、次の（２）から（４）を全て満たす中小企業者又は組合は、短期つなぎ特例（略称：クイ

ック・短期）の融資対象とすることができる。 

（１）株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人であること。 

（２）融資対象の基本要件（総則の３、1～2ページ）を満たすこと。 

（３）東京都中小企業制度融資又は都内の区市町が実施している融資制度で保証協会の保証付融資を

利用していること。 

（４）上記の保証付融資の元金を、原則として 1年以上にわたり約定どおり返済していること。 

（５）直近の決算で経常利益を計上し、債務超過でないこと。 

（６）「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリスト等の確認書類を提出する

こと。 

 

４ 融資条件 

  次の表のとおりとする。 

 
クイック 

（略称：クイック） 

 

短期つなぎ特例 

（略称：クイック・短期） 

資金使途 運転資金・設備資金 運転資金 

融資限度額 

（注１） 

5,000万円 500万円 

融資期間 5年以内 2年以内 

融資利率（年） 金融機関所定利率 

返済方法 均等分割返済（据置期間なし）とする。 

融資形式 証書貸付とする。ただし、融資期間が 1年以内の場合は手形貸付とすることがで

きる。 

保証人 総則の４（2ページ）に定めるとおりとする。 

物的担保 総則の４（3ページ）に定めるとおりとする。 

（注１）「クイック」は平成 25年度以降の「クイック」、平成 19年度以降の「自律会計」及び平成 17

年度以降の「会計情報」の既往融資残高、「クイック（短期つなぎ特例）」は平成 14 年度以降

の「つなぎ」及び平成 22年度の「つなぎ・円高」の既往融資残高を含める。 
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Ⅲ 極度枠設定（略称：極度） 

 

１ 目的 

  反復継続利用が可能な融資枠を設定することにより、都内の中小企業者及び組合の事業の活性化

を図ることを目的とする。 

 

２ 定義 

  総則の２（1ページ）に定めるとおりとする。 

 

３ 融資対象 

  次の（１）から（４）を全て満たすもの 

（１）中小企業者又は組合であること。 

（２）融資対象の基本要件（総則の３、1～2ページ）を満たすこと。 

（３）引き続き 2年以上（売上発生から 2年以上）にわたり、原則として同一事業を営んでいること。 

（４）次のア又はイのいずれかに該当すること。 

ア 法人の場合は、直近の決算において経常利益を計上し、債務超過でないもの 

イ 個人事業者の場合は、直近 2期の所得税の確定申告において「課税される所得金額」のある

もの 

 

４ 融資条件 

  次の表のとおりとする。 

資金使途 運転資金 

融資限度額 

（注１） 

極度額 1億円（組合 2億円） 

融資期間 2年以内 

融資利率（年） 金融機関所定利率 

返済方法 一括返済とする。 

融資形式 手形貸付（極度貸付）とする。 

保証人 総則の４（2ページ）に定めるとおりとする。 

物的担保 総則の４（3ページ）に定めるとおりとする。 

（注１）平成 16年度以降の「極度」の極度額及び平成 13年度以降の「計画 1」の極度額を含める。 
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Ⅳ 組合向け（略称：組） 

 

１ 目的 

  事業協同組合等に対して転貸資金や事業資金を融資することにより、都内中小企業者の組織化を

推進し、その育成強化を図ることを目的とする。 

 

２ 定義 

  総則の２（1ページ）に定めるとおりとする。 

 

３ 融資対象 

  次の（１）及び（２）を満たすもの 

（１）組合であること。 

（２）融資対象の基本要件（総則の３、1～2ページ）を満たすこと。 

 

４ 融資条件 

  次の表のとおりとする。 

資金使途 （１）組合員（中小企業者に限る。）に対する転貸資金。ただし、保証協会の保

証付融資の場合には、代表理事（理事長）が代表者（個人事業者の場合には

事業主）となっている組合員のみに対する転貸資金は融資対象外とする。 

（２）組合の事業資金 

融資限度額 

（注１） 

2億円（転貸資金の場合、1組合員につき 3,500万円とする。） 

融資期間 運転資金 7年以内（据置期間 6か月以内を含む。） 

設備資金 10年以内（据置期間 6か月以内を含む。） 

融資利率（年） 固定金利と変動金利のうちから、借入申込者が選択できるものとする。 

【固定金利】（融資期間により異なる。融資時の金利が完済まで適用される。） 

 融資期間 3年以内     2.1％以内 

      3年超 5年以内  2.3％以内 

      5年超 7年以内  2.5％以内 

      7年超      2.7％以内 

【変動金利】「短プラ＋0.9％」以内 

＜責任共有制度の対象外となる場合＞ 

【固定金利】（融資期間により異なる。融資時の金利が完済まで適用される。） 

 融資期間 3年以内     1.9％以内 

      3年超 5年以内  2.1％以内 

      5年超 7年以内  2.3％以内 

      7年超      2.5％以内 

【変動金利】「短プラ＋0.7％」以内 

なお、次の条件を満たすものは、上記の金利から 0.1％優遇した金利とする。 

組合向け（官公需適格特例）（略称：組・官公需） 

「官公需適格組合」としての証明を受けていること。 
・ 

返済方法 分割返済（元金据置期間は 6か月以内）とする。ただし、融資期間が 6か月以内

の場合は一括返済とすることができる。 
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融資形式 （１）保証協会の保証を付ける場合 

証書貸付とする。ただし、融資期間が 1年以内の場合は手形貸付とするこ

とができる。 

（２）保証協会の保証を付けない場合 

指定金融機関所定の融資形式による。 

信用保証料 保証協会の保証を付ける場合は必要となる。 

なお、信用保証料は保証協会の定めるところによる。 

保証人 （１）転貸資金の場合 

代表理事（理事長）及び転貸先の代表者（個人の場合には事業主）の連帯

保証を要する。 

（２）転貸資金以外の場合 

原則として代表理事（理事長）の連帯保証を要する。 

物的担保 （１）保証協会の保証を付ける場合 

総則の４（3ページ）に定めるとおりとする。ただし、転貸資金について

１組合員 1,000万円以下の場合は、原則として無担保とする。 

（２）保証協会の保証を付けない場合 

必要に応じ物的担保を要する。 

（注１）平成 16年度以降の「組・（「組・官公需」を含む。）」及び平成 15年度以前の「組 1」「組 2」

の既往融資残高を含める。 
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Ⅴ 手続き 

 

１ 融資の申込み 

（１）融資申込受付時期 

   総則の５（5ページ）に定めるとおりとする。 

（２）融資申込受付機関 

   総則の５（5ページ）に定めるとおりとする。 

（３）融資申込みに必要な書類 

   次の表のとおりとする。ただし、「組合向け」は融資申込受付機関が定める書類とする。 

 書  類  名 必要部数 

共通 総則の５（6ページ）に定める書類 所定部数 

事業・受注 対応する受注の内容が確認できる資料の写し １ 部 

クイック 下記のうち、いずれかの書類 

（１）「中小企業の会計に関する基本要領」の全ての項目について、

財務諸表の作成に携わった公認会計士又は税理士が適用状況を

確認した書類 

（２）会計参与を設置している旨の登記を行ったことを示す書類 

（３）公認会計士又は監査法人の監査を受けたことを示す監査報告

書の写し 

１ 部 

組 官公需適格特例を受ける場合、官公需適格組合証明書の写し １ 部 

 

２ 融資申込受付後の処理 

  総則の６（6ページ）に定めるとおりとする。ただし、「クイック」の申込受付は指定金融機関に

限られているため、あっ旋機関及び保証協会受付にかかる記述は適用しない。 

また、「組合向け」は次のとおりとする。 

（１）商工組合中央金庫が申込みを受け付けた場合 

  ア 保証協会の保証を付ける場合 

    総則の６（6 ページ）に定めるとおりとする。ただし、あっ旋機関及び保証協会受付にかか

る記述は適用しない。 

  イ 保証協会の保証を付けない場合 

    商工組合中央金庫は、審査の上、融資する。 

なお、ア又はイのいずれの場合においても、転貸資金については、商工組合中央金庫が所定の

方法により条件どおりの転貸がなされたことを確認する。 

（２）東京都中小企業団体中央会が申込みを受け付けた場合 

   東京都中小企業団体中央会は、融資の対象に該当するか否かを審査し、適当と認めたものに意

見を付し、商工組合中央金庫へ送付する。商工組合中央金庫は、保証協会の保証を要するかを判

断し、以降の処理は上記（１）による。 

 

３ 関係書類の表示 

  事業一般の関係書類には「事業一般」、クイックの関係書類には「クイック」、極度枠設定の関係

書類には「極度」、組合向けの関係書類には「組」の表示をする。ただし、事業一般（受注対応特

例）の関係書類には「事業・受注」、クイック（短期つなぎ特例）の関係書類には「クイック・短

期」、組合向け（官公需適格特例）の関係書類には「組・官公需」の表示をする。 
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第４ 創業融資（略称：創業） 

１ 目的 

  創業（分社化を含む。）期に必要な資金を融資することで、都内において活発な創業活動が行わ

れることを目的とする。 

 

２ 定義 

  総則の２（1ページ）に定めるとおりとする。 

また、本融資に特有の用語の定義は次の表のとおりである。 

用  語 定  義 

創業した日 原則として法人の場合は商業登記簿上の会社設立日、個人の場合は税務署に提出

する「個人事業の開廃業等届出書」の開業日とする。 

自己資金 自己資金＝（１）－（２） 

（１）創業しようとする者が事業に充てるために用意した次のアからカの合計額 

ア 残高の確認できる預貯金 

イ 客観的に評価が可能な有価証券に保証協会の定める評価率を乗じたもの 

ウ 敷金、入居保証金 

エ 資本金・出資金に充てる資金 

オ 融資申込み前に導入した事業設備（不動産を除く。） 

カ 客観的に評価が可能な資産（不動産を除く。） 

（２）次のア及びイの合計額 

ア 残存返済期間が 2年以上ある住宅ローン、設備資金等長期返済を前提と

する借入金の年間返済予定額の 2年分 

イ その他の借入金全額 

分社化 中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新

たに会社を設立することをいう。ただし、新たな会社への出資比率が著しく低く、

かつ既存の会社の資金以外の経営資源を活用していない場合を除く。 

認定特定創業

支援事業に準

ずる支援 

直近 1年以内に 4回以上、1か月以上の継続的な期間実施される創業支援であっ

て、経営、財務、人材育成、販路開拓の全ての知識が身につくものをいう。 

 

３ 融資対象 

  次の表のとおりとする。 

なお、新たに開始する事業は、保証協会の保証対象業種であり、かつ事業規模等は中小企業者の

範囲内であることを要する。 

融資対象 1 

（創業前） 

事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに個人で又は 2か月以内に

新たに会社を設立して都内で創業しようとする具体的計画を有し、原則として事

業に必要な許認可等を受けているもの 

融資対象 2 

（創業後） 

次の（１）から（３）を全て満たすもの 

（１）中小企業者又は組合であること。 

（２）創業した日から 5 年未満であること。（個人で創業し、同一事業を法人化

した者で、個人で創業した日から 5年未満の者を含む。） 

（３）融資対象の基本要件（総則の３、1～2ページ）を満たすこと。 
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４ 融資条件 

  次の表のとおりとする。 

資金使途 運転資金・設備資金 

融資限度額 

（注１） 

2,500万円（ただし、融資対象 1は自己資金に 1,000万円を加えた額の範囲内） 

融資期間 運転資金  7年以内（据置期間 1年以内を含む。） 

設備資金 10年以内（据置期間 1年以内を含む。） 

融資利率（年） 固定金利と変動金利のうちから、借入申込者が選択できるものとする。 

【固定金利】（融資期間により異なる。融資時の金利が完済まで適用される。） 

 融資期間 3年以内     2.1％以内 

      3年超 5年以内  2.3％以内 

      5年超 7年以内  2.5％以内 

      7年超      2.7％以内 

【変動金利】「短プラ＋0.9％」以内 

＜責任共有制度の対象外となる場合＞ 

【固定金利】（融資期間により異なる。融資時の金利が完済まで適用される。） 

 融資期間 3年以内     1.9％以内 

      3年超 5年以内  2.1％以内 

      5年超 7年以内  2.3％以内 

      7年超      2.5％以内 

【変動金利】「短プラ＋0.7％」以内 

なお、次の（１）又は（２）を満たすものは、上記の金利から 0.4％優遇した金

利とする。 

創業（創業支援特例）（略称：創業・支援） 

（１）産業競争力強化法（平成 25年法律第 98号）第 2条第 23項第 1号に規

定する認定特定創業支援事業により支援を受け、区市町村長の証明を受

けていること（以下、「支援創業関連」という。）。 

（２）商工会議所・商工会、公益財団法人東京都中小企業振興公社又は保証

協会より認定特定創業支援事業に準ずる支援を受け、その証明を受けて

いること。 
 

返済方法 分割返済（元金据置期間は 1年以内）とする。 

融資形式 証書貸付とする。ただし、融資期間が 1年以内の場合は手形貸付とすることがで

きる。 

信用保証料 保証協会の定めるところによる。 

なお、東京都が信用保証料の 2分の 1を補助する。 

保証人 総則の４（2ページ）に定めるとおりとする。 

物的担保 総則の４（3ページ）に定めるとおりとする。 

融資対象 3 

（分社化） 

都内で分社化しようとする具体的な計画を有する会社又は分社化により設立さ

れた日から 5年未満の会社。 

なお、会社は、融資対象の基本要件（総則の３、1～2 ページ）を満たす中小企

業者であることを要する。 
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（注１）１ 融資限度額の取扱い 

融資対象 1 及び 3 は、「創業関連保証（1,000 万円）」及び「創業等関連保証（1,500 万

円）」の範囲内とする。 

融資対象 2は、平成 18年度以降の「ベンチャー」、平成 17年度以降の「創業」、平成 16

年度の「創業前」「創業後」及び平成 15 年度以前の「創業」「創業 1」「創業 2」「創業 3」

の既往融資残高を含める。ただし、「創業関連保証」及び「創業等関連保証」以外の無担

保保険に係る保証を併せ行う場合は、無担保保険の範囲内とする。 

    ２ 認定特定創業支援事業に係る「創業関連保証」の特例 

      認定特定創業支援事業により支援を受けて創業しようとするものの融資限度額は 3,000

万円（ただし、融資対象 1 は自己資金に 1,500 万円を加えた額の範囲内）とする。また、

融資対象 1については「創業関連保証（1,500万円）」を創業 6か月前から利用できるもの

とする。 

 

５ 融資の申込み 

（１）融資申込受付時期 

   総則の５（5ページ）に定めるとおりとする。 

（２）融資申込受付機関 

   総則の５（5ページ）に定めるとおりとする。 

（３）融資申込みに必要な書類 

   次の表及び創業計画書（69～72ページ）に記載のとおりとする。 

書  類  名 必要部数 

総則の５（6ページ）に定める書類。ただし、融資対象 1については「所得税の確定

申告書の写し」及び「納税証明書」、融資対象 2、3 のうち確定申告の時期が未到来

の場合については「確定申告書（決算書）の写し」及び「納税証明書」は不要。 

所定部数 

事業に必要な許認可書又はその写し １ 部 

創業計画書（69～72ページ） １ 部 

融資対象 1 自己資金を有する場合は、その金額等が確認できる次の書類の写し

（エを除く） 

ア 預金は、預金通帳又は預入日及び満期日が表示された証書等

預金残高の推移が確認できるもの 

イ 有価証券は、取引通知書、計算書又は投資報告書等所有権の

帰属が確認できるもの 

ウ 敷金及び入居保証金は、賃貸借契約書及び預り証等の差入金

額等が確認できるもの 

エ 資本金又は出資金は、株式払込金保管証明書、出資払込金保

管証明書又はその会社を代表すべき者が作成した発行価格の全

額の払込みを受けたことを証明する旨を記載した書面に、「取引

明細等払込取扱機関が作成した書面」又は「払込取扱機関にお

ける口座の預金通帳の写し」を添付したもの 

オ 融資申込み前に導入した事業用設備については、領収書等支

出した金額が確認できるもの 

カ 上記以外の自己資金で金額が確認できる客観的な証明書類 

キ 借入金は、返済予定表又は借入残高が確認できるもの及び借

入の始期、終期が確認できるもの 

各１部 
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融資対象 2 東京都が出資するベンチャー企業向けファンド又は独立行政法人中

小企業基盤整備機構が出資するベンチャー企業向けファンドから出

資を受けている場合、その出資が確認できる書類又はその写し 

１ 部 

創業・支例 支援創業関連に係る区市町村長の証明書の写し又は商工会議所・商

工会、公益財団法人東京都中小企業振興公社若しくは保証協会が発

行する創業支援内容証明申請書（73ページ） 

１ 部 

（４）融資申込みにあたっての留意点 

「創業関連保証（1,000 万円）」及び「創業等関連保証（1,500 万円）」を併用する場合には 2

口に分けての申込みとなる。 

 

６ 融資申込受付後の処理 

  総則の６（6ページ）に定めるとおりとする。 

 

７ 関係書類の表示 

  関係書類には「創業」の表示をする。ただし、創業（創業支援特例）の関係書類には、「創業・

支援」の表示をする。 



‐26‐ 

第５ 産業力強化融資（略称：産業） 

Ⅰ 設備更新・企業立地促進（略称：設備・立地） 

 

１ 目的 

  工場生産設備等の更新や工場・事務所の新増設又は移転等を行う中小企業者に対し、長期かつ低

利の融資をすることにより、設備投資の活性化を図ることを目的とする。 

 

２ 定義 

  総則の２（1ページ）に定めるとおりとする。 

 

３ 融資対象 

  次の（１）から（３）を全て満たすもの 

（１）中小企業者であること。 

（２）融資対象の基本要件（総則の３、1～2ページ）を満たすこと。 

（３）次のア又はイのいずれかに該当すること。 

ア 事業の実施に必要な設備（機械・装置、工具・器具及び備品等）の増強、改良又は補修等を

行うもの（以下「融資対象 1」という。） 

イ 引き続き 1年以上（売上発生から 1年以上）同一事業を営んでおり、都内において工場・事

務所の新増設又は移転等を行うもの（以下「融資対象 2」という。） 
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４ 融資条件 

  次の表のとおりとする。 

 融資対象 1 

（設備更新） 

融資対象 2 

（企業立地促進） 

資金使途 設備資金 運転資金・設備資金 

融資限度額 

（注１） 

2億 8,000万円 

融資期間 10年以内（据置期間 1年以内を含む。） 15年以内（据置期間 2年以内を含む。） 

融資利率（年） 固定金利と変動金利のうちから、借入申込者が選択できるものとする。 

【固定金利】（融資期間により異なる。融資時の金利が完済まで適用される。） 

 融資期間 3年以内      1.7％以内 

      3年超 05年以内  1.8％以内 

      5年超 07年以内  2.0％以内 

      7年超 10年以内  2.2％以内 

      10年超       2.4％以内 

【変動金利】「短プラ＋0.4％」以内 

＜責任共有制度の対象外となる場合＞ 

【固定金利】（融資期間により異なる。融資時の金利が完済まで適用される。） 

 融資期間 3年以内      1.5％以内 

      3年超 05年以内  1.6％以内 

      5年超 07年以内   1.8％以内 

      7年超 10年以内  2.0％以内 

      10年超       2.2％以内 

【変動金利】「短プラ＋0.2％」以内 

返済方法 分割返済（元金据置期間は 1 年以内）

とする。 

分割返済（元金据置期間は 2 年以内）

とする。 

融資形式 証書貸付とする。 

信用保証料 保証協会の定めるところによる。 

なお、東京都が信用保証料の 2分の 1を補助する。ただし、融資対象 1（設備更

新）は、信用保証料の 5分の 4を補助する。 

保証人 総則の４（2ページ）に定めるとおりとする。 

物的担保 総則の４（3ページ）に定めるとおりと

する。 

原則として物的担保を要する。 

（注１）平成 20年度以降の「立地」の既往融資残高を含める。 
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Ⅱ チャレンジ（略称：チャレンジ） 

 

１ 目的 

  法に基づく認定・承認を受けた事業及び新技術の開発や事業活動の推進に必要な資金を融資する

など、東京の産業力強化に資する資金を供給することで、都内の中小企業者及び組合の事業活性化

を図ることを目的とする。 

 

２ 定義 

  総則の２（1ページ）に定めるとおりとする。 

また、本融資に特有の用語の定義は次の表のとおりである。 

用  語 定  義 

事業多角化 現在行っている事業を継続しつつ、新たな事業に取り組むことをいう。 

なお、新たな事業とは、現在行っている事業と日本標準産業分類の細分類で異な

る事業をいう。ただし、細分類が同じでも、原材料、生産技術、用途、販路、機

能、性能のいずれかが大幅に異なる場合は、新たな事業とみなすことができる。 

事業転換 現在行っている事業を廃止・縮小し、新たな事業に取り組むことをいう。  

 

３ 融資対象 

  次の（１）から（３）を全て満たすもの 

（１）中小企業者又は組合であること。 

（２）融資対象の基本要件（総則の３、1～2ページ）を満たすこと。 

（３）次のいずれかの事業を行う、又はいずれかに該当すること。（各事業の詳細は 30ページ【別表】） 

  ア 公的機関の認定・認証・登録等を受けて実施する事業 

  イ 東京都等の助成金の交付決定を受けた事業 

  ウ 平成 27年度において東京都が重点的支援を行う事業等 
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４ 融資条件 

  次の表のとおりとする。 

資金使途 運転資金・設備資金 

融資限度額 

（注１～３） 

1億円（組合 2億円） 

融資期間 

（注４） 

10年以内（据置期間 2年以内を含む。） 

融資利率（年） 【固定金利】（融資期間により異なる。融資時の金利が完済まで適用される。） 

 融資期間 3年以内     1.7％以内 

      3年超 5年以内  1.8％以内 

      5年超 7年以内  2.0％以内 

      7年超      2.2％以内 

＜責任共有制度の対象外となる場合＞ 

【固定金利】（融資期間により異なる。融資時の金利が完済まで適用される。） 

 融資期間 3年以内     1.5％以内 

      3年超 5年以内  1.6％以内 

      5年超 7年以内  1.8％以内 

      7年超      2.0％以内 

なお、次の（１）又は（２）を満たすものは、上記の金利から 0.2％優遇した金

利とする。 

（１）経営革新計画（【別表】１（１）ア）に係る中小企業診断士の実施フォロ

ーアップを受けたことについて確認申請書（90 ページ）により確認を受け

ていること。 

（２）事業継続計画（BCP）の策定・実施（【別表】３（５））に係る商工会議所・

商工会、東京都中小企業団体中央会又は公益財団法人東京都中小企業振興公

社による支援を受け、その証明を受けていること。 

返済方法 分割返済（元金据置期間は 2年以内）とする。ただし、融資期間が 1年以内の場

合は一括返済とすることができる。 

また、「公社助成金つなぎ」は当該助成金交付予定日に一括返済とし、融資した

金融機関が当該助成金を代理受領し返済に充てるものとする。 

融資形式 証書貸付とする。ただし、融資期間が 1年以内の場合は手形貸付とすることがで

きる。 

保証人 総則の４（2ページ）に定めるとおりとする。 

物的担保 総則の４（3 ページ）に定めるとおりとする。ただし、「公社助成金つなぎ」は

保証合計残高に関わらず物的担保を要しない。 

（注１）平成 18年度以降の「チャレンジ」、平成 17年度以降の「承継」及び平成 16年度以降の「チ

ャレンジ 1」「チャレンジ 2」「地域支援」「多角化」の既往融資残高を含める。 

（注２）組合のうち、消費生活協同組合及び内航海運組合は、1億円とする。 

（注３）「公社助成金つなぎ」は融資限度額に含めない。なお、「公社助成金つなぎ」で申し込む場合

の融資限度額は、【別表】（注２）（31ページ）に定めるとおりとする。 

（注４）「公社助成金つなぎ」で申し込む場合の融資期間は、【別表】（注２）（31ページ）に定めると

おりとする。 
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【別表】 

１ 公的機関の認定・認証・登録等を受けて実施する事業 

 

（１）法に基づくもの 

 ア 「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」（平成 11年法律第 18号）（注１） 

 イ 「産業競争力強化法」（平成 25年法律第 98号） 

 
ウ 「エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時

措置法」（平成 5年法律第 18 号） 

 

エ 「中心市街地の活性化に関する法律」（平成 10年法律第 92号） 

オ 「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」（平成 18 年法律第 33 号） 

カ 「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」（平成 7年法律第 47号）（同法廃止

までの認定分が対象） 

キ 「新事業創出促進法」（平成 10年法律第 152号）（同法廃止までの認定分が対象） 

（２）東京都の認定等に基づくもの 

 ア 「東京都認証保育所事業実施要綱」の認証を受けた保育事業 

 イ 都市課題解決のための技術戦略プログラム製品開発プロジェクト助成事業 

 ウ 東京都ベンチャー技術大賞受賞企業（ただし、受賞後 3年以内のものに限る。） 

 エ 事業可能性評価事業（ただし、継続支援の期間中のものに限る。） 

 オ 中小企業ニューマーケット開拓支援事業 

 カ 東京都障害者雇用優良企業登録事業 

 キ 東京における地区物流効率化認定制度 

 ク 伝統工芸品産業振興事業 

２ 東京都等の助成金の交付決定を受けた事業（注２） 

 （１）中小企業経営・技術活性化支援事業 

 （２）新・元気を出せ！商店街事業 

 
（３）東京都地域中小企業応援ファンド 

（４）研究開発等の支援のためにその他公的機関の助成金の交付決定を受けた事業（注３） 

 （５）環境対応型商店街活性化事業 

 （６）中小商業施設整備費補助事業 

 （７）東京都小売商業後継者育成・開業支援事業 

 （８）中小企業向け電力自給型経営促進支援事業 

 （９）受注型中小製造業競争力強化支援事業 

３ 平成 27年度において東京都が重点的支援を行う事業等 

 （１）環境に対する取組を行うもので、次のいずれかに該当するもの 

 

 

ア エコアクション 21 の登録又は ISO14001 の認証を受けた事業者が、環境改善に資する設備等

の導入を図るもの 

 

イ 東京における産業廃棄物処理業者の適正処理・資源化の取組に係る優良性基準適合制度の認

定を受けた事業者が、環境配慮に資する設備等の導入を図るもの 

ウ 環境配慮取組支援融資を受けた事業者が、環境配慮に資する設備等の導入を図るもの 

 （２）自己保有（共有保有を含む。）の「特許又は意匠」（申請中は除く。）を使った事業 

 （３）事業の多角化・転換を行うもので、適当と認められた事業（注４） 

 

（４）独立行政法人中小企業基盤整備機構又は公益財団法人東京都中小企業振興公社のアドバイスを

受けた上で取り組む海外事業展開（注５） 

（５）事業継続計画（BCP）の策定・実施を行うもの 

（６）宿泊業活性化対策事業にて交付を受けた補助金又は東京都宿泊施設耐震診断補助金により耐震

診断を受けた中小企業者等であって、診断結果に基づき耐震補強工事を図るもの（注６） 

 （７）上記に準じるその他の取組で適当と認められたもの 

   環境、福祉、防災、防犯、安全を目的とした設備導入・設備改善等 
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（注１）「経営革新計画」に関するお問合せ先 

    東京都産業労働局商工部経営支援課経営人材係 

    電話：03（5320）4795 

（注２）公益財団法人東京都中小企業振興公社が実施する「中小企業経営・技術活性化支援事業」等

の助成金交付対象者で、当該助成金の代理受領者として本融資の貸出金融機関を指定すること

ができる場合には、当該助成金交付までのつなぎ資金での申込みができるものとする。（以下

「公社助成金つなぎ」という。） 

    １ 資 金 使 途  運転資金 

    ２ 融資限度額  助成金交付決定額の 2／3以内 

            （助成金の中間払を受けているものは、助成金交付決定額から中間払金を

差し引いた残額の 3分の 2以内とする。ただし、中間検査等以降に助成交

付決定額の変更がある場合は、変更後の助成交付決定額の 3分の 2以内と

する。） 

    ３ 融 資 期 間  7か月以内 

            （助成金交付決定を経て、事業遂行状況報告及び公益財団法人東京都中小

企業振興公社による中間検査を終了し、助成事業の完了予定日の 3か月前

から完了予定日の属する月の 4か月後の月末までとする。ただし、複数年

度事業については、融資期間を中間検査終了後（3 月末）から助成事業の

完了予定日の属する月の 4か月後の月末までとする。） 

    ４ 融 資 利 率  1.7％以内 

             <責任共有制度の対象外となる場合> 

             1.5％以内 

 ５ 返 済 方 法  期日一括返済 

    ６ 保 証 人  原則として法人代表者を除き連帯保証人は不要 

    ７ 物 的 担 保  不要 

（注３）研究開発等の支援のために国、地方公共団体、その関連団体が交付する助成金（補助金）の

交付決定を受けた事業 

（注４）事業多角化又は事業転換を行うもの 

    事業多角化の場合、事業多角化前に 1年以上業歴があるもの 

    事業転換の場合、事業転換前に 1年以上業歴があり、事業転換の完了後 1年未満のもの 

    なお、保証協会の保証対象外の事業を行っていた者が事業転換をした場合、本制度（「チャ

レンジ」）の融資対象にはならない。 

（注５）独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う「中小企業国際化支援アドバイス制度」のアドバ

イス又は公益財団法人東京都中小企業振興公社が実施する「中小企業海外展開支援事業」のア

ドバイスを受けて取り組む海外事業展開に必要となる資金 

（注６）申込者と耐震補強工事対象物件の所有者が異なる場合は対象外 
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Ⅲ 政策特別（略称：政策特別） 

 

１ 目的 

  多様化・複雑化する中小企業の経営課題や都の政策課題等の解決に資するため、金融機関が有す

る独自の工夫やノウハウを活用し、新たな事業展開や経営改善等、中小企業の前向きな取組を支援

することを目的とする。 

 

２ 定義 

  総則の２（1ページ）に定めるとおりとする。 

 

３ 融資対象 

次の（１）及び（２）を満たすもの。ただし、取扱金融機関ごとに別に定める場合がある。 

（１）中小企業者又は組合であること。 

（２）融資対象の基本要件（総則の３、1～2ページ）を満たすこと。 

 

４ 融資条件 

  原則として次の表のとおりとし、詳細は取扱金融機関ごとに別に定める。 

資金使途 運転資金・設備資金 

融資限度額 

（注１） 

取扱金融機関所定の融資限度額による。 

（ただし、2億 8,000万円（組合 4億 8,000万円）の範囲内） 

融資期間 取扱金融機関所定の期間による。 

融資利率（年） 取扱金融機関所定の利率による。 

返済方法 取扱金融機関所定の方法による。 

融資形式 取扱金融機関所定の形式による。 

信用保証料 保証協会の定めるところによる。 

なお、東京都が保証料率 0.2％に相当する信用保証料を補助する。 

保証人 総則の４（2ページ）に定めるとおりとする。 

物的担保 総則の４（3ページ）に定めるとおりとする。 

（注１）平成 25年度以降の「政策特別」の既往融資残高を含める。 
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Ⅳ 手続き 

 

１ 融資の申込み 

（１）融資申込受付時期 

   総則の５（5ページ）に定めるとおりとする。ただし、「政策特別」は取扱金融機関ごとに別に

定める。 

（２）融資申込受付機関 

   総則の５（5ページ）に定めるとおりとする。ただし、「公社助成金つなぎ」は指定金融機関の

み、「政策特別」は別に定める取扱金融機関のみとする。 

（３）融資申込みに必要な書類 

   次の表のとおりとする。ただし、「政策特別」は取扱金融機関ごとに別に定める。 

書  類  名 必要部数 

共通 総則の５（6ページ）に定める書類 所定部数 

設備・立地 設備投資計画書（75～77ページ） １ 部 

チ

ャ

レ 

ン

ジ 

事業多角

化・転換 

別表３（３） 

事業多角化・事業転換計画書（82～86ページ） 

１ 部 

事業継続

計画 

別表３（５） 

チャレンジ（事業継続計画（BCP））申込書（94ページ） 

各１部 
事業継続計画（BCP）の策定・実施に係る商工会議所・商工会、東京

都中小企業団体中央会又は公益財団法人東京都中小企業振興公社の

支援を受けた場合、事業継続計画（BCP）の策定・実施に係る支援内

容証明申請書（95ページ） 

耐震補強 

別表３（６） 

工事見積書 
各１部 

確認申請書（チャレンジ・耐震補強）（93ページ） 

上記以外

の場合 

「チャレンジ」事業計画書（78～81ページ） 

各１部 

融資対象であることが確認できる資料の写し（「法に基づく申請書及

び認定書」、「特許・意匠権の出願申請及び特許公報」、「認証保育所

認証書」、「認定・認証・登録書」、「助成金の申請書及び交付決定」

等）。ただし、次の確認資料は、各「申請書」（90～92ページ） 

【別表１（１）ア】経営革新計画に係る中小企業診断士の実施フォ

ローアップを受けたもの 

【別表１（２）オ】中小企業ニューマーケット開拓支援事業 

【別表３（１）ウ】環境配慮取組支援融資を受けた事業者であって

環境配慮に資する設備等の導入を図るもの 

「公社助成金つなぎ」の場合、「公社助成金つなぎ」申込書（87～89

ページ） 
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２ 融資申込受付後の処理 

  総則の６（6ページ）に定めるとおりとする。ただし、「政策特別」の申込受付は別に定める金融

機関に限られているため、あっ旋機関及び保証協会受付にかかる記述は適用しない。 

なお、保証協会は審査をする上で必要なときは、専門機関・専門家に助言を依頼することができ

る。 

また、「公社助成金つなぎ」の場合は、以下のとおりの処理になる。 

【「公社助成金つなぎ」の処理】 

① 中小企業者は、公益財団法人東京都中小企業振興公社（以下、「公社」という。）から助成

金交付決定を受けた後に、所定の申込書類を添付し、指定金融機関へ融資を申し込む。 

② 指定金融機関は、審査の上、適切と認めた場合には、「「公社助成金つなぎ」申込に係る代

理受領の委任状兼承諾書」に記名捺印をし、写しをとった上で、これを中小企業者に返却

する。中小企業者はこれを公社に提出する。 

③ 指定金融機関は、「「公社助成金つなぎ」返済に係る残余金振込口座通知書」を手元に保管

し、その他の書類を保証協会に送付する。 

なお、指定金融機関は、「「公社助成金つなぎ」申込に係る代理受領の委任状兼承諾書」（写

し）及び「「公社助成金つなぎ」返済に係る残余金振込口座通知書」（写し）も併せて保証

協会に送付する。 

④ 保証協会は、審査の上、保証を決定したものについては、信用保証書を指定金融機関へ送

付する。 

⑤ 指定金融機関は、信用保証書に基づき融資する。 

 

３ 関係書類の表示 

  設備更新・企業立地促進の関係書類のうち融資対象 1には「設備・立地 1」、融資対象 2には「設

備・立地 2」、チャレンジの関係書類には「チャレンジ」、政策特別の関係書類には「政策特別」の

表示をする。ただし、公社助成金つなぎの場合は「助決」の表示をする。 
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第６ 経営支援融資（略称：経営） 

Ⅰ 東日本大震災復興緊急保証対応型（略称：災害緊急） 

 

１ 目的 

  東日本大震災により著しい被害を受けた都内の中小企業者及び組合に対し、長期かつ低利の融資

をすることにより、経営の安定を図ることを目的とする。 

 

２ 定義 

  総則の２（1ページ）に定めるとおりとする。 

 

３ 融資対象 

  次の（１）から（３）を全て満たすもの 

（１）中小企業者又は組合であること。 

（２）融資対象の基本要件（総則の３、1～2ページ）を満たすこと。 

（３）東日本大震災復興緊急保証制度に係る区市町村長等の認定等（東日本大震災に対処するための

特別の財政援助及び助成に関する法律（平成 23 年法律第 40 号）（以下「東日本大震災法」とい

う。）第 128条に係る認定等）を受けたこと。 

 

４ 融資条件 

  次の表のとおりとする。 

資金使途 運転資金・設備資金 

融資限度額 

（注１） 

2億 8,000万円（組合 4億 8,000万円） 

融資期間 10年以内（据置期間 2年以内を含む。） 

融資利率（年） 【固定金利】（融資期間により異なる。融資時の金利が完済まで適用される。） 

 融資期間 3年以内     1.5％以内 

      3年超 5年以内  1.6％以内 

      5年超 7年以内  1.8％以内 

      7年超      2.0％以内 

返済方法 分割返済（元金据置期間は 2年以内）とする。ただし、融資期間が 1年以内の場

合は一括返済とすることができる。 

融資形式 証書貸付とする。ただし、融資期間が 1年以内の場合は手形貸付とすることがで

きる。 

信用保証料 保証協会の定めるところによる。 

なお、東京都が信用保証料の 2分の 1を補助する。 

保証人 総則の４（2ページ）に定めるとおりとする。 

物的担保 総則の４（3ページ）に定めるとおりとする。 

（注１）平成 23年度以降の「災害緊急」の既往融資残高を含める。 
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Ⅱ 区市町村認定書必要型、区市町村認定書不要型（略称：経営セーフ、経営一般） 

 

１ 目的 

  外部環境の変化に伴い事業活動に影響を受けている都内の中小企業者及び組合に対し、長期かつ

低利の融資をすることにより、経営の安定を図ることを目的とする。 

 

２ 定義 

  総則の２（1ページ）に定めるとおりとする。 

また、本融資に特有の用語の定義は次の表のとおりである。 

用  語 定  義 

倒産等企業 破産、民事再生、会社更生、特別清算又は特定調停の申立て、会社解散手続きの

開始、債権者集会による私的整理又は手形交換所若しくは電子債権記録機関の取

引停止処分のいずれかの事情が生じた企業であって、都内の 5企業以上に債務を

有することが確認できる企業又は個人事業者（Ⅴ 手続、44～45ページ参照） 

 

３ 融資対象 

  次の表のとおりとする。 

区市町村認定書必要型 

（略称：経営セーフ） 

区市町村認定書不要型 

（略称：経営一般） 

次の（１）から（３）を全て満たすもの 

（１）中小企業者又は組合であること。 

（２）融資対象の基本要件（総則の３、1～2 

ページ）を満たすこと。 

（３）セーフティネット保証に係る区市町村長

の認定（信用保険法第 2条第 5項第 1号か

ら第 8号の認定）を受けたこと。 

次の（１）から（３）を全て満たすもの 

（１）中小企業者又は組合であること。 

（２）融資対象の基本要件（総則の３、1～2 

ページ）を満たすこと。 

（３）次のアからキのいずれかに該当するこ

と。 

ア 「最近 3か月間（申込月の前々月を含

めること。）の売上実績」又は「今後 3

か月間（申込月の翌月を含めること。）

の売上見込」が前年同期と比較して、5％

以上減少している。 

イ 「最近 3か月間（申込月の前々月を含

めること。）の売上実績」又は「今後 3

か月間（申込月の翌月を含めること。）

の売上見込」が平成 20 年 8 月以前の直

近同期と比較して、5％以上減少してい

る。 

ウ 原油価格の上昇により、製品の製造若

しくは加工又は役務の提供（以下「製品

等」という。）に係る売上原価のうち 20％

以上を占める原油又は石油製品（以下

「原油等」という。）の仕入価格が 20％

以上上昇しているにもかかわらず、物の

販売又は役務の提供の価格（加工賃を含

む。）の引上げが著しく困難であるため、 
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 最近 3か月間の平均売上高に占める原油

等の平均仕入価格の割合が、前年同期の

平均売上高に占める原油等の平均仕入

れ価格の割合を上回っていること。 

エ 金融機関からの総借入金が前年同期

比 10％以上減少している。 

オ 倒産等企業に事業上の債権を有して

いる。 

カ 災害により事業活動に影響を受けて

いる。なお、当該災害について官公庁の

発行するり災証明を受けていることが

必要 

キ 東京都知事が指定する経営環境の急

激な変化によって事業活動に支障を生

じているものであって、別に定める要件

に該当している。 
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４ 融資条件 

  次の表のとおりとする。 

 
区市町村認定書必要型 

（略称：経営セーフ） 

区市町村認定書不要型 

（略称：経営一般） 

資金使途 運転資金・設備資金 

融資限度額 

（注１） 

（注２） 

2億 8,000万円（組合 4億 8,000万円） 1億円（組合 2億円） 

融資期間 10年以内（据置期間 2年以内を含む。） 

融資利率（年） 【固定金利】（融資期間により異なる。融資時の金利が完済まで適用される。) 

 融資期間 3年以内     1.7％以内 

      3年超 5年以内  1.8％以内 

      5年超 7年以内  2.0％以内 

      7年超      2.2％以内 

＜責任共有制度の対象外となる場合＞ 

【固定金利】（融資期間により異なる。融資時の金利が完済まで適用される。） 

 融資期間 3年以内     1.5％以内 

      3年超 5年以内  1.6％以内 

      5年超 7年以内  1.8％以内 

      7年超      2.0％以内 

返済方法 分割返済（元金据置期間は 2年以内）とする。ただし、融資期間が 1年以内の場

合は一括返済とすることができる。 

融資形式 証書貸付とする。ただし、融資期間が 1年以内の場合は手形貸付とすることがで

きる。 

信用保証料 保証協会の定めるところによる。 

なお、信用保険法第 2 条第 3 項に定め

る小規模企業者に対しては、東京都が

信用保証料の 2 分の 1 を補助する。た

だし、平成 25 年台風 26 号による災害

に伴うセーフティネット保証 4 号に係

る区市町村長の認定を受けた大島町内

に事業所（住居）を有する中小企業者

等に対しては、東京都が信用保証料の 2

分の 1を補助する。 

保証協会の定めるところによる。 

なお、信用保険法第 2 条第 3 項に定め

る小規模企業者に対しては、東京都が

信用保証料の 2分の 1を補助する。 

保証人 総則の４（2ページ）に定めるとおりとする。 

物的担保 総則の４（3ページ）に定めるとおりとする。 

（注１）「区市町村認定書必要型」は平成 16年度以降の「経営セーフ」、平成 20年度以降の「経営緊

急」及び平成 23年度以降の「円高セーフ」の既往融資残高、「区市町村認定書不要型」は平成

16年度以降の「経営一般」及び平成 23年度以降の「円高一般」の既往融資残高を含める。 

（注２）組合のうち、消費生活協同組合及び内航海運組合は、「経営一般」の融資限度額を 1 億円と

する。 
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Ⅲ 事業承継支援型（略称：事業承継） 

 

１ 目的 

  事業承継に取り組む都内の中小企業者に対し、長期かつ低利の融資をすることにより、経営の安

定を図ることを目的とする。 

 

２ 定義 

  総則の２（1ページ）に定めるとおりとする。 

また、本融資に特有の用語の定義は次の表のとおりである。 

用  語 定  義 

事業承継 被承継者の事業資産及び経営権を承継者へ譲渡することをいう。 

 

３ 融資対象 

  次の（１）から（３）を全て満たすもの 

（１）中小企業者であること。 

（２）融資対象の基本要件（総則の３、1～2ページ）を満たすこと。 

（３）次のアからウのいずれかに該当すること。 

ア 事業承継を 10年以内に行う計画を策定し、計画の実行に取り組むこと。 

イ 事業承継をした日から 5 年未満であって、事業計画を策定し、承継後の経営の安定化等に取

り組むこと。 

ウ 経営承継関連保証に係る経済産業大臣の認定（中小企業における経営の承継の円滑化に関す

る法律（平成 20年法律第 33号）第 12条第 1項に係る認定）を受けたこと。 
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４ 融資条件 

  次の表のとおりとする。 

資金使途 運転資金・設備資金 

融資限度額 

（注１） 

2億 8,000万円 

融資期間 10年以内（据置期間 2年以内を含む。） 

融資利率（年） 【固定金利】（融資期間により異なる。融資時の金利が完済まで適用される。) 

 融資期間 3年以内     1.7％以内 

      3年超 5年以内  1.8％以内 

      5年超 7年以内  2.0％以内 

      7年超      2.2％以内 

＜責任共有制度の対象外となる場合＞ 

【固定金利】（融資期間により異なる。融資時の金利が完済まで適用される。） 

 融資期間 3年以内     1.5％以内 

      3年超 5年以内  1.6％以内 

      5年超 7年以内  1.8％以内 

      7年超      2.0％以内 

返済方法 分割返済（元金据置期間 2年以内）とする。ただし、融資期間が 1年以内の場合

は一括返済とすることができる。 

融資形式 証書貸付とする。ただし、融資期間が 1年以内の場合は手形貸付とすることがで

きる。 

信用保証料 保証協会の定めるところによる。 

なお、東京都が信用保証料の 2分の 1を補助する。 

保証人 総則の４（2ページ）に定めるとおりとする。 

物的担保 総則の４（3ページ）に定めるとおりとする。 

（注１）平成 27年度以降の「事業承継」の既往融資残高を含める。 
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Ⅳ 経営力強化保証対応型【経営力強化保証制度】（略称：都経営力強化） 

 

１ 目的 

  都内の中小企業者及び組合に対し、金融機関が認定経営革新等支援機関と連携して事業計画の策

定支援や継続的な経営支援を行い、長期かつ低利の融資をすることにより、金融と経営支援の一体

的取組を推進し、経営力の強化を図ることを目的とする。（国の全国統一保証制度） 

 

２ 定義 

  総則の２（1ページ）に定めるとおりとする。 

また、本融資に特有の用語の定義は次の表のとおりである。 

用  語 定     義 

認定経営革新

等支援機関 

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（平成 11年法律第 18号）により、

主務大臣の認定を受けた経営革新等支援業務を行うものをいう。 

事業計画書 次の（１）から（３）の内容を全て満たすもの又は含むものをいう。 

（１）計画を策定した日の属する事業年度の翌事業年度から 3 事業年度を最短の

期間とし、原則として 5事業年度を最長の期間とする。 

（２）申込人の経営に係る現況・課題と課題を踏まえた改善策 

（３）計画期間中の各事業年度の収支計画及び計画終了時の定量目標並びにその

達成に向けた具体的な行動計画 

 

３ 融資対象 

  次の（１）から（３）を全て満たすもの 

（１）中小企業者又は組合であること。 

（２）融資対象の基本要件（総則の３、1～2ページ）を満たすこと。 

（３）金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実

行及び進捗の報告を行うこと。 
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４ 融資条件 

  次の表のとおりとする。 

資金使途 運転資金・設備資金 

ただし、事業計画の実施に必要な資金に限る。 

融資限度額 

（注１） 

2億 8,000万円（組合 4億 8,000万円） 

融資期間 運転資金 5年以内（据置期間 1年以内を含む。） 

設備資金 7年以内（据置期間 1年以内を含む。） 

ただし、この融資の保証によって、東京都中小企業制度融資又は都内の区市町が

実施している融資制度で既往の保証協会の保証付融資を借り換える場合は 10 年

以内とする。 

融資利率（年） 【固定金利】（融資期間により異なる。融資時の金利が完済まで適用される。) 

 融資期間 3年以内     1.7％以内 

      3年超 5年以内  1.8％以内 

      5年超 7年以内  2.0％以内 

      7年超      2.2％以内 

＜責任共有制度の対象外となる場合＞ 

【固定金利】（融資期間により異なる。融資時の金利が完済まで適用される。） 

 融資期間 3年以内     1.5％以内 

      3年超 5年以内  1.6％以内 

      5年超 7年以内  1.8％以内 

      7年超      2.0％以内 

返済方法 分割返済（元金据置期間は 1年以内）とする。ただし、融資期間が 1年以内の場

合は一括返済とすることができる。 

融資形式 証書貸付とする。ただし、融資期間が 1年以内の場合は手形貸付とすることがで

きる。 

信用保証料 保証協会の定めるところによる。 

なお、信用保険法第 2条第 3項に定める小規模企業者に対しては、東京都が信用

保証料の 2分の 1を補助する。 

保証人 総則の４（2ページ）に定めるとおりとする。 

物的担保 総則の４（3ページ）に定めるとおりとする。 

その他 金融機関の責務及び報告などその他の条件については、国の「経営力強化保証制

度要綱」に定めるとおりとする。 

（注１）平成 24年度以降の「都経営力強化」の既往融資残高を含める。 
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Ⅴ 手続き 

 

１ 融資の申込み 

（１）融資申込受付時期 

   総則の５（5ページ）に定めるとおりとする。（注１、２、３、４） 

（注１）東日本大震災復興緊急保証対応型については、平成 27年 4月 1日から平成 28年 3月

31日までに貸付実行した分とする。 

（注２）区市町村認定書必要型を申し込む場合は、認定書の有効期間内とする。 

（注３）区市町村認定書不要型のうち、倒産等企業に債権を有していることを理由として申し

込む場合は、倒産等企業に倒産等の事由が発生した日又は倒産等企業が東京都知事へ届

出をした日のいずれか近い日から 1年以内とする。 

（注４）事業承継支援型のうち、経営承継関連保証に係る経済産業大臣の認定を受けたことを

理由として申し込む場合は、認定書の有効期間内とする。 

（２）融資申込受付機関 

   総則の５（5ページ）に定めるとおりとする。 

（３）融資申込みに必要な書類 

   次の表のとおりとする。 

 書  類  名 必要部数 

共通 総則の５（6ページ）に定める書類 所定部数 

災害緊急 区市町村長等の認定書等（東日本大震災法第 128条に係る認定等） １ 部 

経営セーフ 区市町村長の認定書（信用保険法第 2条第 5項に係る認定） １ 部 

経営一般 「経営一般」該当届（97～99ページ又は 102ページ） 

融資対象であることが確認できる書類の写し 
各１部 

事業承継 融資対象（３）アの場合、事業承継計画書（103～107ページ） 

１ 部 

融資対象（３）イの場合、事業計画書（108～110ページ） 

融資対象（３）ウの場合、経済産業大臣の認定書（中小企業におけ

る経営の承継の円滑化に関する法律（平成 20年法律第 33号）第 12

条第 1項に係る認定） 

都経営力強化 ① 国の「経営力強化保証制度要綱」に定める「経営力強化保証」

申込人資格要件等届出書 

② 事業計画書（申込人が策定したもの） 

③ 認定経営革新等支援機関による支援内容を記載した書面（事業

計画書に記載されている場合は不要） 

各１部 

 

２ 融資申込受付後の処理 

  総則の６（6ページ）に定めるとおりとする。ただし、「都経営力強化」の申込受付は指定金融機

関に限られているため、あっ旋機関及び保証協会受付にかかる記述は適用しない。 

 

３ 関係書類の表示 

  東日本大震災復興緊急保証対応型の関係書類には「災害緊急」、区市町村認定書必要型の関係書

類には「経営セーフ」、区市町村認定書不要型の関係書類には「経営一般」、事業承継支援型の関係

書類には「事業承継」、経営力強化保証対応型の関係書類には「都経営力強化」の表示をする。 
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４ 倒産等企業の届出 

（１）倒産等企業は、倒産等企業の代表者、破産管財人、法的手続を受任した弁護士又は債権者集会

の代表者が、倒産等の日から 1年以内に「倒産等企業届出書」及び「倒産等関連中小企業者名簿」

（100、101ページ）を、東京都産業労働局金融部金融課に提出するものとする。 

（２）東京都は、倒産等企業の届出書を受理したときは、その写しを速やかに保証協会に送付する。 

（３）倒産等企業の届出の有無の確認は、東京都又は保証協会への照会によることとする。 
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第７ 企業再生支援融資（略称：再生） 

Ⅰ 企業再建、リバイバル支援（略称：企業再建、リバイバル） 

 

１ 目的 

  事業の再建を図る上で必要な資金を融資することにより、都内の中小企業者及び組合の円滑な事

業再建に資することを目的とする。 

 

２ 定義 

  総則の２（1ページ）に定めるとおりとする。 

 

３ 融資対象 

  次の表のとおりとする。 

企業再建 

（略称：企業再建） 

リバイバル支援 

（略称：リバイバル） 

次の（１）から（３）を全て満たすもの 

（１）中小企業者又は組合であること。 

（２）融資対象の基本要件（総則の３、1～2 

ページ）を満たすこと。 

（３）次のアからウの全てに該当すること。 

ア 次の（ア）又は（イ）に該当するもの 

（ア）民事再生法（平成 11 年法律第 225

号）に基づき民事再生手続の申し立て

を行ったもの又は会社更生法（平成 14

年法律第 154号）に基づき会社更生手

続の申し立てを行ったもの 

（イ）民事再生法第 188条第 1項の規定に

基づき再生手続終結の決定を受けた

もの 

イ 民事再生計画の認可又は会社更生計

画の認可の決定が確定した後 3年を経過

しておらず、かつ民事再生計画又は会社

更生計画を完遂していないもの 

ウ 次の（ア）及び（イ）を満たすもの 

（ア）金融機関及び取引先から取引の支援

が得られており、事業の再建に合理的

な見通しが認められること。 

（イ）償還が見込まれること。 

次の（１）から（３）を全て満たすもの 

（１）中小企業者又は組合であること。 

（２）融資対象の基本要件（総則の３、1～2 

ページ）を満たすこと。 

（３）次のアからケのいずれかに従って事業再

生を行うこと。 

ア 公益財団法人東京都中小企業振興公

社における事業再生に係る委員会が策

定を支援した再生計画 

イ 東京都中小企業再生支援協議会が策

定を支援した再生計画 

ウ 独立行政法人中小企業基盤整備機構

の「中小企業再生ファンド」事業が出資

する投資事業有限責任組合又は機構が

策定を支援した再生計画 

エ 株式会社整理回収機構が策定を支援

した再生計画 

オ 株式会社地域経済活性化支援機構が

再生支援決定を行った再生計画 

カ 株式会社東日本大震災事業者再生支

援機構が支援決定を行った再生計画 

キ 特定認証紛争解決手続に基づき策定

された再生計画 

ク 私的整理ガイドラインに基づき策定

された再生計画 

ケ 経営サポート会議（中小企業者又は金

融機関からの要請に基づき中小企業者

ごとに開催する会議であって保証協会

が参加するもの）による検討に基づき策

定された再生計画 
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４ 融資条件 

  次の表のとおりとする。 

 
企業再建 

（略称：企業再建） 

リバイバル支援 

（略称：リバイバル） 

資金使途 次に掲げる資金とする。 

（１）原材料の購入のための費用 

（２）商品の仕入れのための費用 

（３）商品の生産に係る労務費及び経 

 費 

（４）設備の増強、改良又は補修等の

ための費用 

（５）販売費及び一般管理費 

（６）借入金利息の弁済のための費用 

（７）金銭債権の弁済のための費用 

運転資金・設備資金 

融資限度額 

（注１） 

2億円 1億円 

融資期間 10年以内 10年以内（据置期間 1年以内を含む。） 

融資利率（年） 金融機関所定利率 

返済方法 保証協会の指定する方法とする。 分割返済（元金据置期間は 1 年以内）

とする。 

融資形式 証書貸付とする。ただし、融資期間が 1年以内の場合は手形貸付、6か月以内の

場合は手形割引又は電子記録債権割引とすることができる。 

信用保証料 保証協会の定めるところによる。 

なお、東京都が信用保証料の 2 分の 1

を補助する。 

保証協会の定めるところによる。 

なお、東京都が信用保証料の 2 分の 1

を補助する。 

保証人 総則の４（2ページ）に定めるとおりとする。 

物的担保 必要に応じて物的担保を要する。 

（注１）「企業再建」は平成 14年度から平成 19年度までの「再建」及び平成 20年度以降の「企業再

建」の既往融資残高、「リバイバル支援」は平成 18年度以降の「リバイバル」の既往融資残高

を含める。 
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Ⅱ 特別借換、借換（略称：特別借換、借換） 

 

１ 目的 

  既往の保証協会の保証付融資の借り換えにより、都内の中小企業者及び組合の資金繰りの安定化

や経営改善に資することを目的とする。 

 

２ 定義 

  総則の２（1ページ）に定めるとおりとする。  

 

３ 融資対象 

  次の表のとおりとする。  

特別借換 

（略称：特別借換） 

借換 

（略称：借換） 

次の（１）から（４）を全て満たすもの 

（１）中小企業者又は組合であること。 

（２）融資対象の基本要件（総則の３、1～2 

ページ）を満たすこと。 

（３）保証協会の保証付融資を利用しているこ

と。 

（４）事業計画を策定し、資金繰りの安定化や

経営改善に取り組むこと。 

次の（１）から（５）を全て満たすもの 

（１）中小企業者又は組合であること。 

（２）融資対象の基本要件（総則の３、1～2 

ページ）を満たすこと。 

（３）東京都中小企業制度融資又は都内の区市

町が実施している融資制度で保証協会の

保証付融資を利用していること。 

（４）上記の保証付融資の元金を、原則として

1 年以上にわたり約定どおり返済している

こと。 

（５）都及び区市町制度融資等（総則の４、2

ページの「資金使途」に定めるもの）の複

数口の保証付借入金を一本化することに

より、返済負担の軽減が図られること。（複

数口の一本化であり、もともと一本の融資

を借り換えることはできない。） 
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４ 融資条件 

  次の表のとおりとする。 

 
特別借換 

（略称：特別借換） 

借換 

（略称：借換） 

資金使途 運転資金 

なお、総則の４（2ページ）の「資金使

途」に定めるもののほか、原則として

既往の保証協会の保証付融資の全てが

借り換えの対象となる。 

運転資金 

融資限度額 

（注１） 

今回借り換える保証協会の保証付融資

の既往融資残高に、事業計画の実施に

必要な資金及びこの融資に係る諸費用

を加えた額の範囲内とする。 

5,000万円 

ただし、セーフティネット保証に係る

信用保険法第 2 条第 5 項の認定を受け

ての申込みでは、セーフティネット保

証を含めて 1億 6,000万円とする。 

なお、今回一本化する保証協会の保証

付の都及び区市町制度融資（総則の４

（2ページ）の「資金使途」に定めるも

の）の既往融資残高に、この融資に係

る諸費用を加えた額の範囲内とする。 

融資期間 10年以内 

（据置期間 6か月以内を含む。） 

10年以内 

 

融資利率（年） 金融機関所定利率 

返済方法 分割返済（元金据置期間は 6か月以内）

とする。 

均等分割返済（据置期間なし）とする。 

融資形式 証書貸付とする。 

信用保証料 保証協会の定めるところによる。 

なお、信用保険法第 2 条第 3 項に定め

る小規模企業者に対しては、東京都が

信用保証料の 2分の 1を補助する。 

保証協会の定めるところによる。 

 

保証人 総則の４（2ページ）に定めるとおりとする。 

物的担保 総則の４（3ページ）に定めるとおりとする。 

（注１）「借換」は平成 14年度以降の「借換」の既往融資残高を含める。 

 

 

Ⅲ 手続き 

 

１ 融資の申込み 

（１）融資申込受付時期 

   総則の５（5ページ）に定めるとおりとする。 

（２）融資申込受付機関 

   指定金融機関のみとする。 
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（３）融資申込みに必要な書類 

   次の表のとおりとする。 

なお、「特別借換」及び「借換」にてセーフティネット保証を使う場合には、区市町村長の発

行する認定書（1部）を要する。 

 書  類  名 必要部数 

共通 総則の５（6ページ）に定める書類 所定部数 

企業再建 下記の書類の写し。ただし、保証協会が、再生計画履行可能性が高

いこと等により提出を不要と判断した書類については、この限りで

はない。 

ア 過去 1年分の月次資金繰り実績表 

イ 今後 1年分の月次資金繰り予定表 

ウ 過去 3年分の貸借対照表・損益計算書・事業報告書・株主資

本等変動計算書等及び附属明細書並びに税務申告書 

エ 民事再生、会社更生の手続開始申立書及び申立書の添付書類

一切 

オ 民事再生・会社更生の申請に係る監督委員又は管財人の意見

書（調査委員の報告書がある場合はそれを含む。） 

カ 民事再生、会社更生の計画認可決定書及び事業計画書を含ん

だ認可決定の添付書類一切 

キ 計画履行報告書（認可後、返済計画を履行している場合） 

ク 別除権の返済計画書（別除権に対する返済を履行している場

合は、返済履行報告書を含む。） 

ケ 取引先からの支援を証する書類（取引証明書、契約書、納品

書、発注書、依頼書、業務提携書等） 

コ その他、保証協会が必要とする書類 

※ 再生計画及び更生計画認可決定前の申込み分は、カからクまでは

不要 

各１部 

リバイバル 

支援 

融資対象（３）イの場合 

東京都中小企業再生支援協議会が作成した「再生計画調査報告書」

の原本又は写し 

情報提供等に関する同意書（111ページ） 

各１部 

上記以外の場合 

再生計画書 

情報提供等に関する同意書（111ページ） 

特別借換 「特別借換」事業計画書（112ページ） １ 部 

 

２ 融資申込受付後の処理 

  総則の６（6 ページ）に定めるとおりとする。ただし、本融資の申込受付は指定金融機関に限ら

れているため、あっ旋機関及び保証協会受付にかかる記述は適用しない。 

 

３ 関係書類の表示 

  企業再建の関係書類には「企業再建」、リバイバル支援の関係書類には「リバイバル」、特別借換

の関係書類には「特別借換」、借換の関係書類には「借換」の表示をする。 
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第８ 災害復旧資金融資（略称：災） 

 

１ 目的 

  一定の地域に集中して発生した災害により損失を受けた中小企業者及び組合に対して、長期かつ

低利の融資をすることにより、経営の安定を図ることを目的とする。 

 

２ 定義 

  総則の２（1ページ）に定めるとおりとする。 

また、本融資に特有の用語の定義は次の表のとおりである。 

用  語 定  義 

知事が指定

した災害 

次の（１）又は（２）に該当するもののうち知事が指定したものをいう。 

（１）災害救助法（昭和 22年法律第 118号）の適用があった災害 

（２）（１）のほか特に必要なもの 

 

３ 融資対象 

次の（１）から（３）を全て満たすもの 

（１）中小企業者又は組合であること。 

（２）融資対象の基本要件（総則の３、1～2ページ）を満たすこと。 

（３）知事が指定した災害により損失を受けていること。 

 

４ 融資条件 

  次の表のとおりとする。 

資金使途 運転資金・設備資金 

融資限度額 一災害につき 8,000万円 

融資期間 10年以内（据置期間 1年以内を含む。） 

融資利率（年） 【固定金利】1.7％ 

＜責任共有制度の対象外となる場合＞ 

【固定金利】1.5％ 

なお、責任共有制度が適用される中小企業者等に対しては、東京都が利子の一部

（責任共有制度対象外との金利差相当分）を補助する。 

返済方法 分割返済（元金据置期間は 1年以内）とする。ただし、融資期間が 1年以内の場

合は一括返済とすることができる。 

融資形式 証書貸付とする。ただし、融資期間が 1年以内の場合は手形貸付とすることがで

きる。 

信用保証料 保証協会の定めるところによる。 

なお、東京都が信用保証料の全額を補助する。 

保証人 総則の４（2ページ）に定めるとおりとする。 

物的担保 総則の４（3ページ）に定めるとおりとする。 
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５ 融資の申込み 

（１）融資申込受付時期 

   災害の状況等に応じてその都度定める。 

（２）融資申込受付機関 

   総則の５（5ページ）に定めるとおりとする。 

（３）融資申込みに必要な書類 

   総則の５（6ページ）に定めるとおりとする。 

 

６ 融資申込受付後の処理 

  総則の６（6ページ）に定めるとおりとする。 

 

７ 関係書類の表示 

  関係書類には「災」の表示をする。 

 

８ その他 

  融資条件等その他について、災害の都度、その状況に応じて別に定める場合がある。 
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附  則 

 

１ この要項は、平成 27年 4月 1日から施行する。 

２ 平成 26 年度東京都中小企業制度融資要項に基づき申込みのあったもので未処理のものは、平成

26年度東京都中小企業制度融資要項で処理する。 

 

附  則 

 

この改正（平成 27年 9月 30日 27産労金金第 736号決定）は、平成 27年 10月 1日から施行する。 
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【別  記】 

 

１ 信用保険法第 2条第 1項で定める中小企業者の範囲 

（１）法人（組合を除く。）又は個人事業者 

   次の表に掲げる要件（資本金要件・従業員数要件のいずれか一方でよい。）を満たすもの 

業  種 資本金（注１） 従業員数 

製造業等（注２） 3億円以下 300人以下（注３） 

卸売業 1億円以下 100人以下 

小売業 （注４） 5,000万円以下  50人以下 

サービス業 5,000万円以下 100人以下（注５） 

医療法人等（注６） （条件なし） 300人以下 

（注１）特定非営利活動法人は、資本金要件を適用しない。 

（注２）製造業等の「等」とは、保証対象業種で、卸売業、小売業及びサービス業以外の業種をいう。

〔業種例〕建設業、不動産業、運送業、出版業 

（注３）ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業

を除く。）は 900人以下（特定非営利活動法人は除く。） 

（注４）小売業は飲食業を含む。 

（注５）旅館業は 200人以下（特定非営利活動法人は除く。） 

（注６）医療法人及び医業を主たる事業とする法人 

 

（２）組合 

   次のいずれかを満たすもの 

  ア 中小企業等協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合、生

産森林組合、森林組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、商店街振興組合

及び商店街振興組合連合会であって、保証協会の保証対象業種を営むもの又はその構成員の 3

分の 2以上が保証協会の保証対象業種を営んでいる者であるもの 

  イ 協業組合であって、保証協会の保証対象業種を営んでいるもの 

  ウ 商工組合及び商工組合連合会であって、保証協会の保証対象業種を営むもの又はその構成員

が保証協会の保証対象業種を営んでいる者であるもの 

  エ 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その構成員

の 3 分の 2 以上が資本金 5,000 万円（卸売業は 1 億円）以下の法人又は常時 50 人（卸売業、

サービス業は 100人）以下の従業員を使用する者であるもののうち、保証協会の保証対象業種

を営むもの又はその構成員が保証協会の保証対象業種を営んでいる者であるもの 

  オ 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その構成員の 3分の 2以上が資本

金 3億円以下の法人又は常時 300人以下の従業員を使用する者であるもの 

  カ 酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その構成員の 3分の 2以上が資本

金 5,000 万円（卸売業は 1 億円）以下の法人又は常時 50 人（卸売業は 100 人）以下の従業員

を使用する者であるもの 

  キ 内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その構成員の 3分の 2以上が資本金 3億円

以下の法人又は常時 300人以下の従業員を使用する者であるもの 

２ 信用保険法施行令第 1条第 1項に定める業種について 

  信用保険法施行令第 1条第 1項に定める業種とは、次に掲げる業種以外の業種 

（１）農業 

（２）林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。) 

（３）漁業 

（４）金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
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【参考資料】 

 

１ セーフティネット保証 

  セーフティネット保証とは、信用保険法第 2条第 5項の 1号から 8号（下記参照）のいずれかに

該当し、そのために経営の安定に支障を来している中小企業者及び組合に対する保証制度である。

この保証を利用すると、一般保証に比べて低い保証料率が適用されるなどのメリットがある。 

  なお、この保証を利用するには、区市町村長の認定を受けることが必要である。 

 

＜セーフティネット保証の対象となる事由＞ 

  1号 大型倒産の発生により影響を受けている。 

  2号 取引先企業の事業活動の制限により影響を受けている。 

  3号 特定地域の災害等により影響を受けている特定業種を営む。 

  4号 特定地域の災害等により影響を受けている。 

  5号 全国的に業況が悪化している業種に属している。 

  6号 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している。 

  7号 金融機関の合理化（支店の削減等）に伴い借入が減少している。 

  8号 整理回収機構（RCC）又は産業再生機構に貸付債権が譲渡されたが、再生可能である。 

 

 ※ 1号認定を受ける場合は、大型倒産した企業が経済産業大臣の指定を受けていることが必要であ

る。指定基準は以下のとおりである。 

  １ 負債総額が 15億円以上の企業の倒産で、50社以上の中小企業者と取引しているもの 

  ２ 一般負債額（注）が 10 億円以上の企業の倒産で、関連中小企業者（50 万円以上の債権又は

取引依存度が 20％以上）が 100社以上あるもの 

  ３ 一般負債額が 5 億円以上 10 億円未満、かつその 3 分の 1 以上が中小企業者に対する負債で

ある企業の倒産で、関連中小企業者が 50社以上あるもの 

  ４ 一般負債額が 5 億円以上の企業の倒産で、概ね一都道府県内に関連中小企業者が 50 社以上

あるもの 

  ５ 一般負債額が 3億円以上 5億円未満、かつその 3分の 1以上が中小企業者に対する負債であ

る企業の倒産で、概ね一都道府県内に関連中小企業者が 30社以上あるもの 

  ６ 上記２から５のいずれかの指定事業者と相当（約 50％）の関連事業者又は系列事業者が再生

手続開始申立等をした場合で、関連中小企業者が 20社以上あるもの 

（注）一般負債額：負債総額から金融機関等からの借入額及び公租公課、労働債務を控除した額 

 

※ 各事由の詳細については、中小企業庁のホームページ等を参照 
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２ 保証料率について 

  平成 18年 4月から、中小企業者の経営状況等に応じて保証料率が決定されることとなった。 

  なお、特例保証等については、これまでと同様の保証料率となる。 

 

【責任共有保証料率表（主なもの）】                       （年率 ％） 

保証区分 
一企業に係る保証付融資 

合計額（注２）・担保の有無 

料率区分（注１）（注３）（注６）（注７） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

東京都 

制度融資 

500万円以下 1.19 1.09 0.96 0.84 0.70 0.60 0.47 0.35 0.27 

500万円超 1,000万円以下 1.33 1.25 1.14 1.02 0.85 0.74 0.60 0.45 0.33 

1,000万円超 
有担保 1.39 1.32 1.21 1.10 0.95 0.90 0.70 0.50 0.35 

無担保 1.49 1.42 1.31 1.20 1.05 1.00 0.80 0.60 0.45 

特例関係 

保険関連 

（注４） 

500万円以下 0.34 

500万円超 1,000万円以下 0.60 

1,000万円超 0.68 

特定 

保険関連 

（注５） 

500万円以下 0.77 

500万円超 1,000万円以下 0.94 

1,000万円超 
有担保 1.05 

無担保 1.15 

（注１）責任共有制度の対象となる保証に適用する。 

なお、「責任共有保証料率」は、保証委託額に対して計算される保証料を融資金額に対する

率で表示する。 

（注２）統廃合された制度の融資残高を含む。ただし、中小企業金融安定化特別保証の融資残高は含

まない。 

（注３）保証申込日の直前の決算における貸借対照表及び損益計算書（二期分ある場合は二期分の貸

借対照表及び損益計算書）を基に、一般社団法人 CRD協会のリスク評価モデルにより判定され

る区分。 

なお、直前の決算において貸借対照表がない場合は、区分 5の料率を適用する。 

（注４）次の保険を利用した保証 

  １ 新事業開拓保険（低保険料率適用分） 

  ２ 経営安定関連（1 号～6 号を除く。）、労働力確保関連、中小小売商業関連、地域伝統芸能等

関連、中心市街地商業等活性化関連、中心市街地商業等活性化支援関連、経営革新関連、中小

企業経営資源活用関連、異分野連携新事業分野開拓関連、流通業務総合効率化関連、特定研究

開発等関連、地域産業集積関連、地域産業資源活用事業関連、農商工等連携事業関連、商店街

活性化事業関連及び特定下請連携事業関連の各特例保険 

  ３ 特別小口保険（責任共有対象の保証に係るもの） 

（注５）次の保険を利用した保証 

  １ 公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険及び新事業開拓保険（低保険料率適

用分を除く。） 

  ２ 商店街整備等支援関連、伝統的工芸品支援関連、小規模事業者支援関連、特定中小企業再生

支援関連、周辺地域整備関連、農商工等連携支援関連、商店街活性化支援関連、経営革新等支

援関連、情報提供支援関連及び連携創業支援関連の各特例保険 

（注６）経営力強化保証については、申込時の信用力に対応した保証料率よりも一区分低い料率を適

用する。ただし、申込時の信用力に対応した保証料率が最も低い保証料率の場合及び決算書が

ない場合等は一区分低い料率の適用は行わない。 
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（注７）次のいずれかの書類を提出した中小企業者に対して 0.1％割引した料率を適用する。 

  １ 保証料率弾力化対象となる保証を利用する場合、「中小企業の会計に関する基本要領」の全

ての項目について、財務諸表の作成に携わった公認会計士又は税理士（以下「税理士等」とい

う。）が適用状況を確認した書類 

なお、当該書類は、個人情報の取扱い等に同意した税理士等の記名、押印及び税理士等の確

認を受けた旨の中小企業代表者の署名のあるものとし、かつ事実と異なる記載がない等、一定

の要件を満たしていることを要する。 

  ２ 会計参与を設置している旨の登記を行ったことを示す書類 

３ 公認会計士又は監査法人の監査を受けたことを示す監査報告書の写し 

※ 個人事業者、組合、医療法人等は対象とならない。 

 

【責任共有外保証料率表（主なもの）】                      （年率 ％） 

保証区分 
一企業に係る保証付融資 

合計額（注２）・担保の有無 

料率区分（注１）（注３）（注６）（注７） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

東京都 

制度融資 

500万円以下 1.38 1.25 1.12 1.00 0.80 0.66 0.53 0.41 0.30 

500万円超 1,000万円以下 1.54 1.43 1.32 1.21 1.00 0.81 0.67 0.52 0.37 

1,000万円超 
有担保 1.62 1.52 1.42 1.32 1.15 1.00 0.80 0.60 0.40 

無担保 1.72 1.62 1.52 1.42 1.25 1.10 0.90 0.70 0.50 

特別小口保険、 

特例関係保険関連

（注４） 

500万円以下 0.40 

500万円超 1,000万円以下 0.70 

1,000万円超 0.80 

創業関連保険(支援 

創業関連保険を含む)、 

創業等関連保険 

500万円以下 0.35 

500万円超 1,000万円以下 0.50 

1,000万円超 0.60 

東日本大震災 

復興緊急保険 

関連 

500万円以下 0.40 

500万円超 1,000万円以下 0.60 

1,000万円超 0.70 

特定保険関連 

（注５） 

500万円以下 0.90 

500万円超 1,000万円以下 1.10 

1,000万円超 
有担保 1.25 

無担保 1.35 

事業再生保証 

(DIP) 

企業再生 

支援融資 

(企業再建) 

有担保 2.10 

無担保 2.20 

（注１）責任共有制度の対象外となる以下の保証に適用する。 

なお、「保証料率」は、保証委託額（100％保証のため融資金額と同額）に対する率。 

  １ 小口零細企業保証制度に係る保証 

  ２ 特別小口保険に係る保証（信用保険法第 2条第 3項第 1号から第 6号までに規定する小規模

企業者に係るものに限る。） 

  ３ 経営安定関連保証（1号～6号） 

  ４ 災害関係保証 

  ５ 創業等関連保証 

６ 創業関連保証（支援創業関連保証、再挑戦支援保証、支援再挑戦支援保証を含む。） 

  ７ 事業再生保険に係る保証 
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  ８ 求償権を消滅させることを目的とした保証 

  ９ 東日本大震災復興緊急保証 

  10 経営力強化保証制度に係る保証、事業再生計画実施関連保証制度に係る保証（責任共有制度

対象外の保証付既往借入金を既往残高の範囲内で借り換えるもの） 

（注２）統廃合された制度の融資残高を含む。ただし、中小企業金融安定化特別保証の融資残高は含

まない。 

（注３）保証申込日の直前の決算における貸借対照表及び損益計算書（二期分ある場合は二期分の貸

借対照表及び損益計算書）を基に、一般社団法人 CRD協会のリスク評価モデルにより判定され

る区分。 

なお、直前の決算において貸借対照表がない場合は、区分 5の料率を適用する。 

（注４）次の保険を利用した保証 

  １ 特別小口保険（東日本大震災復興緊急保険、事業再生計画実施関連保証及び責任共有対象の

保証に係るものを除く。）及び新事業開拓保険（低保険料率適用分） 

  ２ 経営安定関連、災害関係、労働力確保関連、中小小売商業関連、地域伝統芸能等関連、中心

市街地商業等活性化関連、中心市街地商業等活性化支援関連、経営革新関連、中小企業経営資

源活用関連、異分野連携新事業分野開拓関連、流通業務総合効率化関連、特定研究開発等関連、

地域産業集積関連、地域産業資源活用事業関連、農商工等連携事業関連、商店街活性化事業関

連及び特定下請連携事業関連の各特例保険 

（注５）次の保険を利用した保証 

  １ 公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険及び新事業開拓保険（低保険料率適

用分を除く。） 

  ２ 商店街整備等支援関連、伝統的工芸品支援関連、小規模事業者支援関連、特定中小企業再生

支援関連、周辺地域整備関連、農商工等連携支援関連、商店街活性化支援関連、経営革新等支

援関連、情報提供支援関連及び連携創業支援関連の各特例保険 

（注６）経営力強化保証については、申込時の信用力に対応した保証料率よりも一区分低い料率を適

用する。ただし、申込時の信用力に対応した保証料率が最も低い保証料率の場合及び決算書が

ない場合等は一区分低い料率の適用は行わない。 

（注７）次のいずれかの書類を提出した中小企業者に対して 0.1％割引した料率を適用する。 

  １ 会計参与を設置している旨の登記を行ったことを示す書類 

  ２ 公認会計士又は監査法人の監査を受けたことを示す監査報告書の写し 

※ 個人事業者、組合、医療法人等は対象とならない。 
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３ 責任共有制度の導入について 

  平成 19年 10月 1日以降に保証協会が申込みを受け付けた分から、責任共有制度（部分保証等）

が導入された。 

  以下に、中小企業庁が制定した要綱を転載する。 

 

責任共有制度要綱 

 

１．制度の目的 

  平成 17 年 6 月に、中小企業政策審議会基本政策部会において取りまとめた「信用補完制度のあ

り方に関するとりまとめ」等を踏まえ、信用保証協会の保証付き融資について、信用保証協会と金

融機関とが適切な責任共有を図り、両者が連携して中小企業の事業意欲等を継続的に把握し、融資

実行及びその後における経営支援や再生支援といった中小企業に対する適切な支援を行うこと等

を目的とした「責任共有制度」を導入する。 

 

２．責任共有制度の概要 

  金融機関は、「部分保証方式」（金融機関が行う融資額の一定割合を保証する方式）か、同方式と

同等の「負担金方式」（金融機関の過去の制度利用実績（代位弁済率等）に基づき一定の負担金を

支払う方式。下式参照。）かのいずれかの方式を選択することとする（下式中、分数部分について

は、以下「代弁等実績率」という。）。 

代位弁済額（Ｙ期）－不動産担保回収に関する額（Ｙ期） 

負担金＝保証債務平均残高（Ｘ期）×                           ×負担割合 

             ※１      保証債務平均残高（Ｙ期）※２ 

※１：Ｘ期は、原則として半期。なお、当該平均残高

は、平成 19年 10月以降に保証協会が申込受付

し、保証承諾したものに限る。 

※２：Ｙ期は、Ｘ期よりも以前の期間であり、原則とし

て半期（1回目、2回目の計測期間は 3か月）。 

なお、代弁等実績率を構成する数値は、いずれも

平成 19年 7月以降に申込受付し、保証承諾したも

のに限る。 

 

３．金融機関の負担割合 

  金融機関の負担割合は 2割とする（よって、部分保証方式に係る保証割合は 8割となる。）。 

 

４．対象除外となる保証 

  円滑な制度導入の観点から、当分の間、以下に掲げる保証については 100パーセント保証を継続

することとする。 

 ① 国が定める小口零細企業保証制度に係る保証（中小企業信用保険法（昭和 25年法律第 264号。

以下「保険法」という。）に規定する小規模企業者（同法第 2 条第 3 項第 1 号から第 6 号までに

規定するものに限る。）（注１）に対する保証であって、既存の信用保証協会の保証付き融資の残

高（注２）との合計で 1,250万円以下となるもの。ただし、根保証、当座貸越等の極度額を設け

るものを除く。） 

（注１）常時使用する従業員の数が 20 人以下（商業又はサービス業を主たる事業とする事業者

については 5人以下）の会社及び個人等 

（注２）根保証、当座貸越等の極度額がある保証については、極度額 

 ② 保険法第 3条の 3に規定する特別小口保険に係る保証（同法第 2条第 3項第 1号から第 6号ま

でに規定するものに限る。） 

 ③ 保険法第 12 条に規定する経営安定関連保証（同法第 2 条第 5 項第 1 号から第 6 号までのいずれ 
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かの事由に該当することについて市区町村長の認定を受けた特定中小企業者に係るものに限る。）  

 ④ 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和 37年法律第 150号）第 12条

第 1項に規定する災害関係保証 

 ⑤ 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（平成 11年法律第 18号）第 4条第 1項に規定

する創業等関連保証及び産業競争力強化法（平成 25年法律第 98号）第 115条第 1項に規定する

創業関連保証（同法同条同項に規定する支援創業関連保証及び同法同条第 3項各号に掲げる要件

のいずれにも該当する創業者である中小企業者に係るものを含む。） 

 ⑥ 保険法第 3条の 9に規定する事業再生保険に係る保証 

 ⑦ 信用保証協会の有する求償権を消滅させることを目的とした保証 

 ⑧ 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法（平成 10

年法律第 151号）第 3条第 1項に規定する破綻金融機関等関連特別保険に係る保証及び同法第 4

条第 1項に規定する破綻金融機関等関連特別無担保保険に係る保証 

 ⑨ 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成 23年法律第 40号）

第 128条第 1項に規定する東日本大震災復興緊急保証 

 ⑩ 国が定める経営力強化保証制度に係る保証（以下「経営力強化保証」という。）（「４．対象除

外となる保証」又は平成 19年 9月 30日以前に信用保証協会が申し込み受付した保証であって保

証割合が 100％の保証を経営力強化保証により借り換える場合（信用保証協会の保証付きの既往

借入金の範囲内の額を借り換える場合に限る。）に限る。） 

 ⑪ 国が定める事業再生計画実施関連保証制度に係る保証（以下「事業再生計画実施関連保証」と

いう。（「４．対象除外となる保証」又は平成 19年 9月 30日以前に信用保証協会が申し込み受付

した保証であって保証割合が 100％の保証を事業再生計画実施関連保証により借り換える場合

（信用保証協会の保証付きの既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限る。）に限る。） 

 

５．株式会社日本政策金融公庫（以下「公庫」という。）への負担金支払 

  信用保証協会は、本制度要綱に基づき受領した負担金（平成 24 年度以降受領分）について、下

式によりその一部を公庫に支払うこととし、公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第 11 条第 1 項

第 6号に基づき当該金銭を収受することとする。 

なお、公庫への負担金支払額が零以下の場合、金銭の授受を要さず、翌年度の計算で調整するこ

ととする。 

公庫への負担金支払額 

   ＝（負担金×てん補率（Ｘ期））－（保険料（Ｘ期）×負担割合） 

※1 てん補率（Ｘ期）は、負担金方式の保証についての保険関係に係るてん補率の平均をいう。 

※2 保険料（Ｘ期）は、負担金方式の保証についての保険関係に係る支払保険料をいう。 

※3 負担割合は、「３．金融機関の負担割合」に定める負担割合をいう。 

 

６．導入時期等 

  平成 19年 10月 1日とする。 

  なお、負担金方式については、「２．」の算式中「保証債務平均残高（Ｘ期）」に係る 1 回目の計

測期間は、平成 19年 10月 1日からとし、「代弁等実績率」に係る計測期間は、平成 19年 7月 1日

からとし、「５．」の算式中「てん補率（Ｘ期）」及び「保険料（Ｘ期）」に係る 1回目の計測期間は、

平成 23年 4月 1日からとする。 

 

７．その他 

  上記に定める事項を除き、本制度に係る詳細事項については、別に定めることとする。
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４ 条件変更時の金利の取扱いについて 

  当初の融資期間を延長する条件変更があった場合には、条件変更日以降の融資期間の融資利率は、

その条件変更日の、当初の融資実行日から期間延長後までの融資期間に適用されている利率とする

ことができる。 

なお、この取扱いは、平成 19年 10月 1日以降に融資が実行されたものについて適用することが

できる。（総則の４、2ページに定めるとおりとする。） 

※ 条件変更時に当初の融資利率を引き下げることは、当初の融資実行日及び融資期間の延長の

有無にかかわらず実施できる。 

 

（例）平成 25年 4月に、当初融資期間 3年の融資実行後、2年経過時に 2年間の期間延長（合計融資

期間 5年となる。）を行う場合（最終年月：平成 30年 3月） 

【前提条件（利率）】 

 融資時(25年 4月)の利率 条件変更時(27年 4月)の利率 

3年以内 2.0％ 2.3％ 

3年超 5年以内 2.2％ 2.5％ 

⇒ 条件変更日以降、残存融資期間について、合計融資期間である 5年の利率を適用できる。 

 

25年 4月 26年 4月 27年 4月 28年 4月 29年 4月 30年 3月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25年 4月 26年 4月 27年 4月 28年 4月 29年 4月 30年 3月 

 

 

延長した期間 
（2年間） 

当初融資期間 
（3年間） 

合計融資期間：5年 

条件変更時 
（27年4月）の 

「3年超5年以内」利率 
（2.5％）適用 

融資時（25年4月） 
の「3年以内」利率 
（2.0％）適用 

2.5％ 

2.0％ 

条件変更 
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制度利用に当たり、この様式集をコピーして使用することができます。 
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 経営指導内容証明依頼書  

 

平成  年  月  日 

 

    商工会議所会頭 殿 

    支部会長    殿 

 

 「小口（経営指導特例）」の借入申込みをしたいので、証明願います。 

 

（申込者） 住  所   

 名  称   

 代 表 者  印 

 生年月日     年  月  日生  

 電  話     （    ）       

 

≪ 事業概要 ≫ 

業 種  年 商 千円 

業 歴 等 創業    年  月（現在地   年） 資 本 金 千円 

従 業 員 数     人    他家族／役員    人    他パート・アルバイト    人 

主 な 

事 業 内 容 
 

必要資金の 

使 い み ち 

運転資金             千円 

 1 仕入資金            千円 

 2 決済用資金           千円 

 3 諸経費支払資金         千円 

 4 その他             千円 

（                ） 

設備資金             千円 

 1 店舗等             千円 

 2 機械器具等           千円 

 3 その他             千円 

（                ） 

保証協会 
利用残高※     年  月末現在     千円 所有不動産 有   無 

※ 現在の残高は分かる範囲で結構です。 

  なお、今回の借入を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が 1,250万円を超える場合は、本制度は御

利用いただけません。 

個人情報の利用に関する同意書 

 私は、本申込みをするにあたり、以下の事項について同意いたします。 

 貴商工会議所が、私に関する個人情報を本制度の適切な運営の遂行のために必要な範囲で、東

京信用保証協会、取扱金融機関との間で提供及び授受すること。 

 住  所   

 氏  名  印 
 
（商工会議所使用欄） 

  受付日 

  受付 NO 

※ 本様式の「個人情報の利用に関する同意書」の欄については、「小口零細企業保証制度」を利用する際に記名・押

印する「情報共有に関する同意書」を提出していれば、記名・押印を省略することができます。 

様式 1：経営指導内容証明依頼書（小口・経指／商工会議所）全 1ページ 



青字：26年度初の改イム：検討中・追加修正            2015/03/12 12:08:57 

‐66‐ 

 経営指導内容証明依頼書  
 

平成  年  月  日 

 

    商工会長 殿 

 

 

 「小口（経営指導特例）」の借入申込みをしたいので、証明願います。 

 

（申込者） 住  所   

 名  称   

 代 表 者  印 

 生年月日     年  月  日生  

 電  話     （    ）       

 

≪ 事業概要 ≫ 

業 種  年 商 千円 

業 歴 等 創業    年  月（現在地   年） 資 本 金 千円 

従 業 員 数     人    他家族／役員    人    他パート・アルバイト    人 

主 な 

事 業 内 容 
 

必要資金の 

使 い み ち 

運転資金             千円 

 1 仕入資金            千円 

 2 決済用資金           千円 

 3 諸経費支払資金         千円 

 4 その他             千円 

（                ） 

設備資金             千円 

 1 店舗等             千円 

 2 機械器具等           千円 

 3 その他             千円 

（                ） 

保証協会 
利用残高※     年  月末現在     千円 所有不動産 有   無 

※ 現在の残高は分かる範囲で結構です。 

  なお、今回の借入を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が 1,250万円を超える場合は、本制度は御

利用いただけません。 

個人情報の利用に関する同意書 

 私は、本申込みをするにあたり、以下の事項について同意いたします。 

 貴商工会が、私に関する個人情報を本制度の適切な運営の遂行のために必要な範囲で、東京信

用保証協会、取扱金融機関との間で提供及び授受すること。 

 住  所   

 氏  名  印 
 
（商工会使用欄） 

  受付日 

  受付 NO 

※ 本様式の「個人情報の利用に関する同意書」の欄については、「小口零細企業保証制度」を利用する際に記名・押

印する「情報共有に関する同意書」を提出していれば、記名・押印を省略することができます。 

様式 1：経営指導内容証明依頼書（小口・経指／商工会）全 1ページ 
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 経営指導内容証明書  
 

申 込 者 

(フリガナ) 

商号（法人名） 

 

(フリガナ) 

明・大・昭・平  年  月  日生 氏名（代表者） 

 

上記申込者に対し、本団体において 6か月以上にわたり、経営指導を実施したことを証明します。 

平成  年  月  日 

 

                     商工会議所会頭 

                     支部会長                    印 

 

≪ 事業概要 ≫ 

業 種  従 業 員 数 人 
他家族／役員    人 

他パート・アルバイト    人 

主な事業内容 

（具体的に） 
 業 歴 等 

業歴    年  か月 

（現在地での業歴   年） 

 

≪ 経営指導の実績 ≫ 

経営指導開始日 年  月  日 直近 6ヶ月の指導回数 回 

面 接 
平成  年  月  日 

平成  年  月  日 
実 訪 

平成  年  月  日 

平成  年  月  日 

経営指導の内容（経営革新、経営一般、情報化、金融、税務、労働、取引、環境対策、その他（   ）） 

 

 

 

 

経営改善の効果 

 

 

 

 

 

≪ 確認事項 ≫ 確認を行った事項にチェックを付けてください。（申告書・決算書の確認は必須です。） 

確 認 書 類 
□ 申告書・決算書（  年  月期／  年  月期） □試算表（  年  月期） 

□ 商業登記簿謄本  □ 不動産登記簿謄本  □ 借入金返済予定表 

納 税 確 認 
□ 法人税（個人の場合は、所得税） 

□ 事業税（個人の場合は、個人事業税） 
許 認 可 等 

□ 不要 

□ 有 

 

 

※ 本証明書の有効期間は、発行日より 30日です。 

経営指導員  

発 行 N O  

様式 2：経営指導内容証明書（小口・経指／商工会議所）全 1ページ 
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 経営指導内容証明書  
 

申 込 者 

(フリガナ) 

商号（法人名） 

 

(フリガナ) 

明・大・昭・平  年  月  日生 氏名（代表者） 

 

上記申込者に対し、本団体において 6か月以上にわたり、経営指導を実施したことを証明します。 

平成  年  月  日 

 

 

                     商工会長                    印 

 

≪ 事業概要 ≫ 

業 種  従 業 員 数 人 
他家族／役員    人 

他パート・アルバイト    人 

主な事業内容 

（具体的に） 
 業 歴 等 

業歴    年  か月 

（現在地での業歴   年） 

 

≪ 経営指導の実績 ≫ 

経営指導開始日 年  月  日 直近 6ヶ月の指導回数 回 

面 接 
平成  年  月  日 

平成  年  月  日 
実 訪 

平成  年  月  日 

平成  年  月  日 

経営指導の内容（経営革新、経営一般、情報化、金融、税務、労働、取引、環境対策、その他（   ）） 

 

 

 

 

経営改善の効果 

 

 

 

 

 

≪ 確認事項 ≫ 確認を行った事項にチェックを付けてください。（申告書・決算書の確認は必須です。） 

確 認 書 類 
□ 申告書・決算書（  年  月期／  年  月期） □試算表（  年  月期） 

□ 商業登記簿謄本  □ 不動産登記簿謄本  □ 借入金返済予定表 

納 税 確 認 
□ 法人税（個人の場合は、所得税） 

□ 事業税（個人の場合は、個人事業税） 
許 認 可 等 

□ 不要 

□ 有 

 

 

※ 本証明書の有効期間は、発行日より 30日です。 

経営指導員  

発 行 N O  

様式 2：経営指導内容証明書（小口・経指／商工会）全 1ページ 
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 創 業 計 画 書  
 

平成  年  月  日 

 

 「創業融資」を申し込むため、下記の通り創業計画に添付書類を添えて提出します。 

 

（申込者） 住  所   

 名  称  印 

 代 表 者   

 

融 資 対 象 の 区 分 

（融資実行の時点） 
融資対象 1（創業前） ・ 融資対象 2（創業後） ・ 融資対象 3（分社化） 

開 業 形 態 個人・法人 商号・屋号※  

開 業 の 住 所  

開業（予定）年月日 年  月  日 電 話 （    ） 

事業開始届出書の有無 有・無 資 本 金※ 円 従 業 員 数 人 

他の事業との兼務状況 創業時、申込時において、他の事業を営んで（ いる・いない ） 

※ 予定を含みます。 

 

１ 事業内容や創業動機 

業 種  

（１）事業内容（取扱品・主製品又はサービスなど） 

 

（２）創業の目的と動機 

 

（３）創業する事業の経験 

 

（４）強み、セールスポイント及び競合状況 

 

（５）補足説明（創業する直前の職業、事前に必要な知識・技術・ノウハウの習得、事業協力者の有無、 

創業スケジュール等及び補足説明したいことを具体的に記入してください。） 

 

様式 3：創業計画書 1/全 3ページ 
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２ 事業の着手状況（次のア～キまでのうち該当するものに○印を付し、確認できる書類等を添付してください。） 

ア 機械器具・什器備品等を発注済みである。 オ 事業に必要な許認可等を受けている。 

イ 

 

土地・店舗を買収するための頭金等を支払い

済みである。 

カ 

 

事業に必要な許認可の申請が受理されてい 

る。 

ウ 

 

土地・店舗を賃借するための権利金・敷金等

を支払い済みである。 

キ 

 

 

その他 

具体的内容：             

  エ 商品・原材料等の仕入を行っている。 

 

３ 販売先・仕入先 

主な販売先・受注先 住 所 販売・受注予定額 回 収 方 法 

  年  千円 現金・売掛・手形 

  年  千円 現金・売掛・手形 

  年  千円 現金・売掛・手形 
      

主な仕入先・外注先 住 所 仕入・外注予定額 支 払 方 法 

  年  千円 現金・買掛・手形 

  年  千円 現金・買掛・手形 

  年  千円 現金・買掛・手形 

 

４ 創業時の投資計画とその調達方法や内容 
※ 金額が確認できる預金通帳の写し、残高証明、見積書、領収書等を添付してください。 
※ 売上発生から 1 年以上経過している方又は確定申告を終了している方は、下表の記入は不要です。 
合計残高試算表又は確定申告書（決算書）を添付してください。 

創業時の投資計画 金額（千円）  調達方法・内容 金額（千円） 

設

備

資

金 

事業用不動産取得・敷金・入居保証金 

 
 

自

己

資

金 

預金 

 
 

改装費 

 
 

預金以外 

 

 
機械器具・什器備品等 

 
 

① 設備資金 計  

借

入

金 

本件借入金 

 

 

運

転

資

金 

商品・原材料等の仕入資金 

 
 

人件費・賃金等 

 
 

その他の借入金 

 
 

その他の資金 

  そ

の

他 

その他の資金 

 
 

② 運転資金 計  

 合 計（①＋②）   合 計  

様式 3：創業計画書 2/全 3ページ 
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５ 損益計画（売上発生後 1年未満の場合：売上発生後 1年毎、売上発生後 1年以上の場合：今期以降の決算見込） 

項 目 1年目（1期目） 【計 算 根 拠】 

① 売 上 高 
千円 

 
 

② 売 上 原 価 
（仕入額、製造原価等） 

  

③ 売上総利益（①－②）   

 ④ 人 件 費   

 ⑤ 地 代 家 賃   

 ⑥ 光 熱 費   

 ⑦ 減価償却費   

 ⑧ 支 払 利 息   

 ⑨ その他経費   

⑩ 販売管理費計（④～⑨）  【損益計画】 売 上 高 営業利益 減価償却 

⑪ 営 業 利 益（③－⑩）  
2年目（2期目）    

3年目（3期目）    

 

６ 自己資金額算定表（個人が新たに創業する場合のみ記入してください。） 
※ 金額が確認できる預金通帳の写し、残高証明、見積書、領収書等を添付してください。 

内 訳 備 考 金額（千円） 

事
業
に
充
て
る
た
め
用
意
し
た
資
産 

普 通 預 金   

定 期 預 金   

有 価 証 券   

敷金・入居保証金   

資本金・出資金に充てる資金   

当該事業用設備   

その他資産（不動産を除く。）   

合 計 ①  

借

入

金

等 

住 宅 ロ ー ン 年間返済額の 2 年分  

設備導入のための長期借入金 年間返済額の 2 年分  

その他長期借入金 借 入 金 全 額  

合 計 ②  

自己資金額（①－②）  

※ 自己資金額等については、保証協会において再計算します。 

様式 3：創業計画書 3/全 3ページ 
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≪ 添付書類 ≫（金融機関及び保証協会の審査のために、この他の書類が必要になる場合があります。） 

● 必ず添付していただく書類 

融資対象１（創業前）の場合 

 □ 信用保証委託申込書（※） 

 □ 信用保証委託契約書（※） 

 □ 個人情報の取扱いに関する同意書（※） 

 □ 創業計画書 

 □ 印鑑証明書（申込人（予定代表者個人）のもの） 

 □ 事業に必要な許認可書又はその写し（当該事業を営むため許可、認可、登録、届出等を必要とする業種のみ） 

 □ 自己資金額等が確認できる次の書類（融資対象1で自己資金がある場合） 

  □ 預 金：預金残高の推移が確認できるもの（預金通帳、証書等の写し） 

  □ 有 価 証 券：所有権の帰属が確認できるもの（取引通知書、計算書等の写し） 

  □ 敷金・入居保証金：差入金額等が確認できるもの（賃貸借契約書及び預り証等の写し） 

  □ 事前導入事業用設備：支出した金額が確認できるもの（領収書等の写し） 

  □ 資 本 金 ・ 出 資 金：株式払込金保管証明書・出資払込金保管証明書等 

  □ そ の 他 自 己 資 金：金額が確認できる客観的な証明書類の写し 

  □ 借 入 金：返済予定表（借入残高が確認できるもの）等の写し 

融資対象２（創業後）・３（分社化）の場合 

 □ 信用保証委託申込書（※） 

 □ 信用保証委託契約書（※） 

 □ 個人情報の取扱いに関する同意書（※） 

 □ 創業計画書 

 □ 印鑑証明書（申込人及び連帯保証人のもの） 

 □ 商業登記簿謄本（法人の場合） 

 □ 個人事業の開廃業等届出書（個人の場合） 

 □ 事業に必要な許認可書又はその写し（当該事業を営むため許可、認可、登録、届出等を必要とする業種のみ） 

 □ ベンチャー企業向けファンドからの出資が確認できる書類又はその写し（融資対象2で該当する場合） 

● 必要に応じて添付していただく書類 

融資対象１～３共通 

 □ 定款の写し（法人の場合） 

 □ 見積書又は契約書の写し（設備資金の場合） 

 □ 不動産がある場合、不動産登記簿謄本（全部事項証明書） 

 □ 工業所有権の登録を受けたことの証明書又はその写し 

 □ 法律に基づく資格を有することの証明書又はその写し 

 □ 勤務経験がある場合、それを確認できる書類（雇用証明書、源泉徴収票等） 

 
□ 所得証明書又は課税証明書 
（申込人（融資対象1の場合予定代表者個人）又は代表者個人（法人の場合）のもの） 

 □ 創業時から現在までの事業資金の推移が確認できるもの（事業用預金通帳等） 

※ 保証協会及びあっ旋機関から申し込む場合は、融資あっ旋用を使用してください。

様式 3：創業計画書(参考) 

sa 
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 創業支援内容証明申請書  

 

平成  年  月  日 

            御中 

 

 「創業（創業支援特例）」の借入申込みをしたいので、証明願います。 

（申請者） 住  所   

 名  称   

 代 表 者  印 

≪ 創業の概要 ≫ 

開 業 形 態 個人・法人 商号・屋号※  

開 業 の 住 所  

開業（予定）年月日 年  月  日 資 本 金※ 円 

業 種  

※ 予定を含みます。 

≪ 創業支援の内容 ≫ 

支 援 の 開 始 日 年  月  日 直近 1年の支援回数 回 

創業支援の内容（経営、財務、人材育成、販路開拓） 

 

 

 

 

（※ 支援に関する資料等がありましたら、確認のため、併せて写し等を添付してください。） 

 上記のとおり、経営、財務、人材育成、販路開拓の全ての分野に関する支援を継続的に行った

ことを証明いたします。 

平成  年  月  日 

 

 

 

印 

 

 

 

担 当 者  

  

※ 本証明の有効期間は、証明をした日より 30日です。 

※ 申請にあたっては、個人情報の利用に関する同意書（様式 5）を合わせて支援団体に提出してください。 

様式 4：創業支援内容証明申請書（創業・支援）全 1ページ 
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 個人情報の利用に関する同意書  

 

 

平成  年  月  日 

 

            御中 

 

 

 

 私は、創業融資の申込みにあたり、以下の事項について同意いたします。 

 貴団体が、私に関する個人情報を本制度の適切な運営の遂行のために必要な範囲で、東京信

用保証協会、取扱金融機関との間で提供及び授受すること。 

 

 

 

 

 住  所   

 氏  名  印 

様式 5：個人情報の利用に関する同意書（創業・支援）全 1ページ 
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 設備投資計画書  
 

 

平成  年  月  日 

 

 

（申込者） 住  所   

 名  称   

 代 表 者  印 

 電  話     （    ）       

 

 

 

「産業力強化融資（設備更新・企業立地促進）」を申し込むため、この書類を提出します。 

 

 

 ≪ 申込みの区分 ≫（該当するものいずれかに○印を付してください。） 

 設備更新 

 企業立地促進（新設） 

 企業立地促進（増設） 

 

 

注）この計画書は、融資申込時に金融機関等へ提出してください。（金融機関等を経由して保証協会に送付

されます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付機関記入欄 保証協会記入欄 

（受付日） （受付機関名） （受付日） （担当・内定） 

   
 

千円 

様式 6：設備投資計画書（設備・立地） 1/全 3ページ 
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１ 申込者の概要 

名 称  

代 表 者  

立 地 場 所※  

目 的  

立 地 時 期※ 

工場等の建設  着工（予定） 年  月  日 

工場等の建設  完成予定 年  月  日 

操業開始（「増設」で建設中も操業継続の場合、不要） 年  月  日 

「増設」の場合、新設当時（前回増設当時）の操業開始 年  月  日 

※「設備更新」の場合は記入不要です。 

 

２ 設備投資計画（計画全体の投資額です。該当箇所に記入してください。） 

資 金 使 途 金 額（千円） 使途の概要（具体的に記入してください。） 

設

備

資

金 

土 地  購 入 ㎡ 借 地 ㎡   

建 物  建 設 ㎡ 購 入 ㎡ 賃 貸 ㎡ 

機 械 設 備  機械名 ＠    千円／台 ×     台 

そ の 他  （具体的に） 

運

転

資

金 

仕 入 資 金  ＠    千円／月 ×     月（6ヶ月を限度とする。） 

人 件 費  ＠    千円／月 ×     月（6ヶ月を限度とする。） 

市場開拓費  市場調査費  宣伝費  その他  

そ の 他  （具体的に） 

合 計   

 

３ 資金計画 

調 達 先 金 額（千円） 金利（予定・年利） 返 済 期 間 備 考 

  ％ 年 （今回申込分） 

  ％ 年  

  ％ 年  

自 己 資 金  ― ―  

そ の 他  ％ 年 増資・資産売却・その他（○で囲む） 

合 計     

様式 6：設備投資計画書（設備・立地） 2/全 3ページ 
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４ 損益計画                                     （千円） 

 
直近期 1 年後 2 年後 3 年後 4 年後 5 年後 

／ 期 ／ 期 ／ 期 ／ 期 ／ 期 ／ 期 

売 上 高       

売 上 原 価       

売上総利益       

販売管理費       

営 業 利 益       

営業外収益       

営業外費用 
（うち支払利息･割引料） 

 

（   ） 

 

（   ） 

 

（   ） 

 

（   ） 

 

（   ） 

 

（   ） 

経 常 利 益       

特 別 損 益       

法 人 税 等       

当期純利益       

減価償却費       

 

５ 人員計画                                   （人、千円） 

 
直近期 1 年後 2 年後 3 年後 4 年後 5 年後 

／ 期 ／ 期 ／ 期 ／ 期 ／ 期 ／ 期 

常 勤 役 員       

常勤従業員       

臨時従業員       

合 計       

人 件 費       

 

様式 6：設備投資計画書（設備・立地） 3/全 3ページ 
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「チャレンジ」事業計画書  
 

 

平成  年  月  日 

 

 

（申込者） 住  所   

 名  称   

 代 表 者  印 

 電  話     （    ）       

 

 

 

≪ 資金の内容 ≫ 

                                に要する資金を

「チャレンジ」として申し込むため、この事業計画書を提出します。 

また、次の添付書類も併せて提出します。（ただし、該当するものがある場合のみ。） 

 

 

 ≪ 添付書類 ≫（該当するものに○印を付してください。） 

 法に基づく事業計画の申請書及び認定書の写し 

 特許・意匠権の出願申請及び特許公報等の写し 

 「認証保育所認証書」の写し 

 都等実施事業の認定・認証・登録書等の写し等 

 助成金（補助金）の申請書及び交付決定書の写し 

 

 

注 1）この計画書は、融資申込時に金融機関等へ提出してください。（金融機関等を経由して保証協会に送

付されます。） 

注 2）上記の ≪ 添付書類 ≫ を併せて提出する場合は、「２ 事業の内容」の記載を省略することができ

ます。 

 

 

 

受付機関記入欄 保証協会記入欄 

（受付日） （受付機関名） （受付日） （担当・内定） 

   
 

千円 

様式 7：「チャレンジ」事業計画書 1/全 4ページ 
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１ 事業計画 

（１）申込者の概要 

名 称 業種及び主要製品 資 本 金 従 業 員 数 創 業 

  千円 人 年  月 

 

（２）事業計画全体のスケジュール・実施内容・所要資金の概要 

期 間 実 施 内 容 所要資金(千円) うち融資申込分 

年 月 ～ 年 月    

年 月 ～ 年 月    

年 月 ～ 年 月    

年 月 ～ 年 月    

年 月 ～ 年 月    

※ 必要に応じ、詳細な事業計画書を添付してください。 

合 計   

 

 

（３）申込事業に係る資金計画 

支 出 計 画（千円）  資金調達計画（千円） 

設 備 費   融 資 申 込  

仕 入 資 金   その他借入  

外 注 費   補 助 金 等  

人 件 費   自 己 資 金  

     

そ の 他   そ の 他  

     

合 計   合 計  
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（４）損益計画                                     （千円） 

 

販売開始初年度（ ／ ～ ／ ） 販売開始２年度（ ／ ～ ／ ） 

従 前 の 
製 品 売 上 

新 た な 
製 品 売 上 

合 計 
従 前 の 
製 品 売 上 

新 た な 
製 品 売 上 

合 計 

売 上 高       

経 常 利 益       

※ 新製品・新サービス等を販売開始する等の予定がない場合は、「新たな製品売上」欄の記入は不要です。 

 

（５）導入設備の内訳（融資申込分） 

機 械 名 用途・機能 所要額（千円/1 台×台） 

   

   

   

   

※ カタログ・見積書を添付してください。 

 

（６）その他 

連 絡 先 
（担当部署）  

（氏 名）  （電 話） 

事 業 の 
実 施 場 所 

（住 所）  

 都 道 府 県  区 市 町 村  

外 部 指 導 
協 力 者 等 

 

工業所有権 

（種 類） 特許権・意匠権・実用新案権 を 出願中・登録済※ 

（出願･登録時期）     年  月  日  （番 号） 

公的機関の 
助成・融資 

（機 関 名）  

（制 度 名）  

（助成･融資年度） 年度（助成金の場合、交付決定書の写しを添付してください。） 

※ 工業所有権については、出願申請・特許公報等の写しを添付してください。 
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２ 事業の内容 

（１）申込事業を実施するに至った、現在の技術・製品・サービス・事業システム等の状況及び問題点 

 

（２）上記（１）の状況や問題点を改善・解決するために、申込者が採ろうとする方法・手段 

  （その方法や手段を用いる必要性や重要性などもできるだけ詳細に記入してください。） 

 

（３）上記（２）の方法・手段によって取り組む具体的な内容（新技術・新製品等の研究開発を伴う場合 

は、その新規性等をできるだけ詳細に）及びそれによって期待される成果 

 

（４）今後の市場開拓の方法（技術・製品の開発等を行う場合）及び成果を活用した事業展開の方向性 

 

※ 必要に応じ、資料・写真等を添付してください。 
※ この欄に書ききれない場合は、適宜、別紙に記載し添付してください。
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 事業多角化・事業転換計画書  
 

 

平成  年  月  日 

 

 

（申込者） 住  所   

 名  称   

 代 表 者  印 

 電  話     （    ）       

 

 

 

「チャレンジ（事業多角化・事業転換）」を申し込むため、この書類を提出します。 

 

 

注）この計画書は、融資申込時に金融機関等へ提出してください。（金融機関等を経由して保証協会に送付

されます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付機関記入欄 保証協会記入欄 

（受付日） （受付機関名） （受付日） （担当・内定） 

   
 

千円 
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１ 申込者の概要（現況）及び事業多角化・事業転換の概要 

現

在

の

事

業

の

概

要 

名 称  代 表 者 名 （  才） 

資 本 金 千円 従 業 員 数 人 決 算 期 月決算 

創 業 時 期 
個人・法人     明・大・昭・平  年  月 

（個人から法人化した場合はその時期：  年  月） 

営 業 内 容 

事 業 内 容 製品（商品）名 年間売上高 業 種 

   

製 造・卸 売・小 売 

ｻｰﾋﾞｽ・建 設・運 送 

（該当業種に○印） 

受注生産   ％ 

見込生産   ％ 

事

業

多

角

化

・

事

業

転

換

の

概

要 

事業多角化・ 
事業転換先の 
業 種 

 

主な取扱品目 
（業務内容） 

 

事業多角化・ 
事 業 転 換 の 
開 始 時 期 

  年  月  日 から 

事業多角化・ 
事 業 転 換 の 
実 施 場 所 

名 称  

所 在 地 

 

敷地    ㎡、建物    ㎡（うち工場又は店舗    ㎡） 

本計画に係る 
連 絡 担 当 者 

氏 名  電 話 （   ） 

所 属 部 署  F A X （   ） 

 

２ 人員計画 

人

員

計

画 

区 分 現在の状況 ⇒ 従前の事業 新たな事業 合 計 備 考 

常 勤 役 員 人 計 

画 

実 

施 

人 人 人  

常勤従業員      

臨時従業員      

合 計      
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３ 事業多角化・事業転換（新たな事業）を行う理由及び内容（具体的に記入してください。） 

（１）事業多角化・事業転換を行う前の状態（どのような事業を行っていて、どういう状態か） 

 

（２）事業多角化・事業転換先の業種を行う理由 

 

（３）事業多角化・事業転換の具体的内容 

  （多角化・転換事業が、現在行っている事業と通常同一の業種と認められる場合は、原材料・生産加
工技術・用途・販路・機能のいずれかが異なることを明記してください。） 

 

様式 8：事業多角化・事業転換計画書（チャレンジ）3/全 5ページ 



青字：26年度初の改イム：検討中・追加修正            2015/03/12 12:08:57 

‐85‐ 

４ 製品（商品）売上高計画及び新たな事業の売上高計画の算出明細            （千円） 

 従前の事業※1 新たな事業※2 新たな事業の売上高計画の算出明細※3 合 計 

直近の決算額 
年 間 売 上 高 

    

計 画 初 年 度 
年 間 売 上 高 

 
（ ／ ～ ／ ） 

    

％ ％  100％ 

計画第２年度 
年 間 売 上 高 

 
（ ／ ～ ／ ） 

    

％ ％  100％ 

※1「従前の事業」とは、現在行っている事業で継続又は廃止する事業です。（事業転換の場合は転換前の事業） 
※2「新たな事業」とは、今後新たに開始する事業です。（事業転換の場合は転換後の事業） 
※3「算出明細」は、算出基礎となった製品名・製品単価・販売数量等を記入し、その説明を具体的に記入してくだ
さい。 

 

５ 投資計画（計画全体の投資額です。該当箇所に記入してください。） 

資 金 使 途 金 額（千円） 使途の概要（具体的に記入してください。） 

設

備

資

金 

土 地  購 入 ㎡ 借 地 ㎡   

建 物  建 設 ㎡ 購 入 ㎡ 賃 貸 ㎡ 

機 械 設 備  機械名 ＠    千円／台 ×     台 

そ の 他  （具体的に） 

運

転

資

金 

仕 入 資 金  ＠    千円／月 ×     月（6ヶ月を限度とする。） 

人 件 費  ＠    千円／月 ×     月（6ヶ月を限度とする。） 

市場開拓費  市場調査費  宣伝費  その他  

そ の 他  （具体的に） 

合 計   
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６ 資金計画 

調 達 先 金 額（千円） 金利（予定・年利） 返 済 期 間 備 考 

  ％ 年 （今回申込分） 

  ％ 年  

  ％ 年  

自 己 資 金  ― ―  

そ の 他  ％ 年 増資・資産売却・その他（○で囲む） 

合 計     

 

７ 損益計画                                     （千円） 

 
直 近 の 
決 算 額 

計 画 初 年 度（ ／ ～ ／ ） 計画第２年度（ ／ ～ ／ ） 

従 前 の 
製品売上 

新 た な 
製品売上 

合 計 
従 前 の 
製品売上 

新 た な 
製品売上 

合 計 

① 売 上 高        

② 材 料 費        

③ 外注加工費        

④ 総 加 工 高 
（①－②－③） 

       

⑤ 人 件 費        

⑥ 支 払 利 息        

⑦ 減価償却費        

⑧ その他経費        

⑨ ⑤～⑧の計        

⑩ その他収益        

⑪ 税引前利益 
（④－⑨＋⑩） 

       

※ 販売業・サービス業等の場合は、売上原価を「② 材料費」に、売上総利益を「④ 総加工高」に記入してくださ
い。 

※「⑥ 支払利息」は、借入金全ての支払利息を記入してください。 
※「⑧ その他経費」は、広告宣伝費、家賃、光熱水費等を記入してください。 
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「公社助成金つなぎ」申込書  
 

 

平成  年  月  日 

 

 

（申込者） 住  所   

 名  称   

 代 表 者  印 

 電  話     （    ）       

 

 

 

≪ 資金の内容 ≫ 

                                に要する資金を

「チャレンジ（公社助成金つなぎ）」として申し込むため、「チャレンジ」事業計画書に下記

書類を添えて提出します。 

 

 

 ≪ 添付書類 ≫ 

公益財団法人東京都中小企業振興公社の発行する助成金交付決定書の写し 

助成事業申請書の写し 

業務遂行状況報告の写し 

 

 

注）この計画書は、融資申込時に金融機関等へ提出してください。（金融機関等を経由して保証協会に送付

されます。） 

 

 

 

 

 

 

 

受付機関記入欄 保証協会記入欄 

（受付日） （受付機関名） （受付日） （担当・内定） 

   
 

千円 
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「公社助成金つなぎ」申込に係る代理受領の委任状兼承諾書  
 

 

平成  年  月  日 

 

 

申込者（委任者） 住  所   

 名  称   

 代 表 者  印 

 電  話     （    ）       

 

 

「公社助成金つなぎ」申込みにあたり、公益財団法人東京都中小企業振興公社から交付される

助成金全額の受領を、下記金融機関に委任します。 

 

 

 

 

 

 

（ 金融機関記入欄 ） 

 

 上記のとおり受諾します。 

 

平成  年  月  日 

 

 

受託者（受任者・金融機関） 住  所   

 名  称   

 代 表 者  印 

 電  話     （    ）       

 

 

≪ 助成金を代理受領する口座 ≫ 

支 店 名  支店 口座名義人  

口 座 種 別  口 座 番 号  

 

様式 9：「公社助成金つなぎ」関連 2/全 3ページ （ 東京都中小企業振興公社あて ） 



青字：26年度初の改イム：検討中・追加修正            2015/03/12 12:08:57 

‐89‐ 

「公社助成金つなぎ」返済に係る残余金口座通知書  
 

 

平成  年  月  日 

 

 

申込者（委任者） 住  所   

 名  称   

 代 表 者  印 

 電  話     （    ）       

 

 

公益財団法人東京都中小企業振興公社から交付される助成金の受領後に、「公社助成金つなぎ」

の返済に充当した残余金は、下記口座へ振り込んでください。 

 

 

 

 

 

 

≪ 残余金の振込口座 ≫ 

 

銀  行 

信託銀行 

信用金庫 

信用組合 

 支店 

口 座 種 別  口 座 番 号  
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 確 認 申 請 書  
 

 

平成  年  月  日 

 

 

 東京都 御中 

 

 

（申請者） 住  所   

 名  称   

 代 表 者  印 

 電  話     （    ）       

 

 

東京信用保証協会保証申込みのため、私（当社）が、東京都が実施している下記事業による支

援を受けたことを、確認願います。 

 

記 

 

１ 事 業 名 等：経営革新計画フォローアップ支援（実施フォローアップ） 

２ 支援実施日：平成  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 上記のとおり、相違ないことを確認いたします。 

 

平成  年  月  日 

 

 

東京都産業労働局商工部長 印 
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 証 明 申 請 書  
 

 

平成  年  月  日 

 

 

 公益財団法人 東京都中小企業振興公社 御中 

 

 

（申請者） 住  所   

 名  称   

 代 表 者  印 

 電  話     （    ）       

 

 

東京信用保証協会保証申込みのため、私（当社）が、貴公社が実施している下記事業の支援対

象であることを、証明願います。 

 

記 

 

１ 事 業 名：東京都中小企業ニューマーケット開拓支援事業 

２ 支援対象製品名又は技術名： 

３ 支 援 期 間：平成  年  月  日 から 平成  年  月  日 まで 

 

 

 

 

 

 

 上記のとおり、相違ないことを証明いたします。 

 

平成  年  月  日 

 

 

公益財団法人 東京都中小企業振興公社 

理 事 長  印 
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 確 認 申 請 書  
 

 

平成  年  月  日 

 

 

 東京都 御中 

 

 

（申請者） 住  所   

 名  称   

 代 表 者  印 

 電  話     （    ）       

 

 

東京信用保証協会保証申込みのため、私（当社）が、東京都が実施している下記融資を受けた

ことを、確認願います。 

 

記 

 

１ 融 資 名：東京都中小企業環境配慮取組支援融資 

２ 融資実行日：平成  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 上記のとおり、相違ないことを確認いたします。 

 

平成  年  月  日 

 

 

東京都産業労働局金融部長 印 
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 確 認 申 請 書  
 

 

平成  年  月  日 

 

 

 東京都 御中 

 

 

（申請者） 住  所   

 名  称   

 代 表 者  印 

 電  話     （    ）       

 

 

東京信用保証協会保証申込みのため、私（当社）が、東京都が実施している下記事業の補助を

受け、耐震診断を実施したことを、確認願います。 

 

記 

 

１ 事 業 名：宿泊業活性化対策事業又は東京都宿泊施設耐震診断補助金 

２ 交付決定日：平成  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 上記のとおり、相違ないことを確認いたします。 

 

平成  年  月  日 

 

 

東京都産業労働局観光部長 印 
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 「チャレンジ（事業継続計画（BCP））」申込書  
 

 

平成  年  月  日 

 

 

（申込者） 住  所   

 名  称   

 代 表 者  印 

 電  話     （    ）       

 

 

 

「チャレンジ（BCP）」を申し込むため、この書類を提出します。 

 

 ≪ 申込みの区分 ≫（該当するものいずれかに○印を付してください。） 

 事業継続計画（BCP）の策定 

 事業継続計画（BCP）の実施 

 

 

 ≪ 添付書類 ≫ 

見積書・契約書など資金使途が確認できる資料の写し 

事業継続計画書（事業継続計画（BCP）に基づく対策を実施する場合に必要） 

 

 

注）この申込書は、融資申込時に金融機関等へ提出してください。（金融機関等を経由して保証協会に送付

されます。） 

 

 

 

 

 

 

 

受付機関記入欄 保証協会記入欄 

（受付日） （受付機関名） （受付日） （担当・内定） 

   
 

千円 
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 事業継続計画(BCP)の策定・実施に係る支援内容証明申請書  

 

平成  年  月  日 

 

            御中 

 

 

 東京信用保証協会保証申込みのため、証明願います。 

 

 

（申請者） 住  所   

 名  称   

 代 表 者  印 

 電話番号   

 

 

≪ BCPの策定・実施に係る支援の内容 ≫ 

支 援 の 開 始 日 年  月  日 直近 1年の支援回数 回 

支援の内容 

 

 

 

 

（※ 支援に関する資料等がありましたら、確認のため、併せて写し等を添付してください。） 

 上記のとおり、本団体において支援を実施したことを証明します。また、上記申請者からの要

望に応じて、適宜、事業継続計画（BCP）に関する支援を行う方針です。 

 

平成  年  月  日 

 

 

 

印 

 

 

 

担 当 者  

  

※ 本証明の有効期間は、証明をした日より 30日です。 

※ 申請にあたっては、個人情報の利用に関する同意書（様式 13）を合わせて支援団体に提出してくださ

い。 

 

様式 12：BCPの策定・実施に係る支援内容証明申請書（チャレンジ・BCP）全 1ページ 
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 個人情報の利用に関する同意書  

 

 

平成  年  月  日 

 

            御中 

 

 

 

 私は、産業力強化融資（チャレンジ）の申込みにあたり、以下の事項について同意いたしま

す。 

 貴団体が、私に関する個人情報を本制度の適切な運営の遂行のために必要な範囲で、東京信

用保証協会、取扱金融機関との間で提供及び授受すること。 

 

 

 

 

 住  所   

 氏  名  印 

様式 13：個人情報の利用に関する同意書（チャレンジ・BCP）全 1ページ 
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「経営一般」該当届  
 

 

平成  年  月  日 

 

 

（申込者） 住  所   

 名  称   

 代 表 者  印 

 電  話     （    ）       

 

 

次ページのとおり、「経営支援融資 区市町村認定書不要型（略称：経営一般）」の融資対象に

該当することを届け出ます。 

 

 

 

≪ 注意事項 ≫ 

（１）この該当届は、融資申込書の添付資料として、融資申込窓口に提出してください。 

（２）この該当届は、融資申込みの資格要件です。虚偽等により内容に齟齬があった場合には、融資が受

けられないことがあります。 

（３）この該当届は、あくまで融資対象に該当することを届け出るものであり、金融機関及び保証協会が

融資の審査を別に行います。その審査によって、融資の諾否や融資金額が決定されます。 

様式 14：「経営一般」該当届 1/全 3ページ 
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≪ 該当事由 ≫ 

 次の１～６の中で該当するもの一つを選んで番号に○印を付し、枠内に必要事項を記入してください。 

 

１ 最近 3か月間の売上高が前年同期と比較して、5％以上減少している。 

売 上 高 
減少の理由 

 

最近 3か月間の売上高 

（  年  月～  年  月） 

前年同期の売上高 

（  年  月～  年  月） 

減 少 率 

（ 5％以上が要件 ） 

（a） （b） 100 －（ a÷b ）× 100 

 千円  千円  ％ 

※ 売上高が確認できる書類（試算表、帳簿の写し等）を添付してください。 

※ 「最近 3 か月間の売上高」は「実績」（申込みの前々月を含む 3 か月間）の記入が原則です。ただし、

「売上高減少の理由」から、今後の売上減少が確実であると認められる場合には、例外的に「今後 3 か

月間（申込みの翌月を含めた 3か月）の売上見込み」を記入することができます。 

 

２ 最近 3か月間の売上高が平成 20年 8月以前の直近同期と比較して、5％以上減少している。 

売 上 高 
減少の理由 

 

最近 3か月間の売上高 

（  年  月～  年  月） 

H20/8 月以前の直近同期の売上高 

（  年  月～  年  月） 

減 少 率 

（ 5％以上が要件 ） 

（a） （b） 100 －（ a÷b ）× 100 

 千円  千円  ％ 

※ 売上高が確認できる書類（試算表、帳簿の写し等）を添付してください。 

※ 「最近 3 か月間の売上高」は「実績」（申込みの前々月を含む 3 か月間）の記入が原則です。ただし、

「売上高減少の理由」から、今後の売上減少が確実であると認められる場合には、例外的に「今後 3 か

月間（申込みの翌月を含めた 3か月）の売上見込み」を記入することができます。 

 

３ 製品等の売上原価のうち 20％以上を占める原油等の仕入価格が 20％以上上昇しているにも

かかわらず、製品等価格に転嫁できていない。 

（１）原油等の仕入単価の上昇 

最近 1か月間の平均仕入単価 

（  年  月） 

前年同期の平均仕入単価 

（  年  月～  年  月） 

上 昇 率 

（ 20％以上が要件 ） 

（a） （b） （ a÷b ）× 100 － 100 

 千円  千円  ％ 

 

（２）原油等が売上原価に占める割合 

売上原価に対応する仕入価格 

（  年  月） 

最新の売上原価 

（  年  月） 

依 存 率 

（ 20％以上が要件 ） 

（a） （b） （ a÷b ）× 100 

 千円  千円  ％ 

様式 14：「経営一般」該当届 2/全 3ページ 
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（３）製品等価格への転嫁の状況 

最近 3か月間の平均仕入単価 

（  年  月～  年  月） 

最近 3か月の平均売上高 

（  年  月～  年  月） 
割 合 

（a） （b） （ a÷b ）× 100 

 千円  千円  ％ 

前年同期の平均仕入単価 

（  年  月～  年  月） 

前年同期の平均売上高 

（  年  月～  年  月） 
割 合 

（c） （d） （ c÷d ）× 100 

 千円  千円  ％ 

※（１）～（３）の内容が確認できる書類（試算表、帳簿の写し等）を添付してください。 

 

４ 金融機関からの総借入が前年同期と比較して 10％以上減少している。 

直近の借入金残高 

（  年  月  日） 

前年同期の借入金残高 

（  年  月  日） 

減 少 率 

（ 10％以上が要件 ） 

（a） （b） 100 －（ a÷b ）× 100 

 千円  千円  ％ 

※ 借入金残高が確認できる書類（決算書、試算表、帳簿の写し等）を添付してください。 

※ 借入金には「手形割引」及び「電子記録債権割引」を含みません。 

 

５ 倒産等企業に事業上の債権を有している。 

倒産等企業の名称 倒産等企業の所在地 債 権 額 

   千円 

※ 債権額が確認できる書類（請求書や帳簿の写し等）を添付してください。 

※ 倒産等企業の確認ができること又は倒産等企業が東京都へ届出をしていることが必要です。 

 

６ 災害により事業活動に影響を受けている。 

災害による 
影 響 

 

※ 当該災害について官公庁が発行するり災証明を添付してください。 

 

様式 14：「経営一般」該当届 3/全 3ページ 
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No.   融資受付期間   年  月  日 ～   年  月  日 

 

 倒産等企業届出書（経営支援融資関連） 
 

 

(フリガナ)  

倒産等企業名  

(フリガナ)  

代 表 者 名  

 

住 所  

主たる事業  

資 本 金 額 千円 従 業 員 数 人 

 

倒産等の態様 
（該当に○印） 

 破産手続開始の申立て  民事再生手続開始の申立て 

 会社更生手続開始の申立て  特別精算手続開始の申立て 

 特定調定の申立て  会社解散手続の開始 

 債権者集会による私的整理  手形交換所の取引停止処分 

 

倒産等事由発生年月日（法的手続きについては申立日） 年  月  日 

負 債 総 額  千円 （うち東京都内  千円） 

債 権 者 数  企業 （うち東京都内  企業） 

倒産等関連中小企業者名簿（東京都内） 別紙のとおり 

 

平成  年  月  日 

東京都知事 殿 

上記のとおり届け出ます。 

 

住 所   

法人名・商号   

（又は債権者集会名）  印 

代 表 者   

 

連絡責任者 

氏  名   

電  話     （    ）       

・ 
 

（ 届出の問い合わせ先 ） 東京都産業労働局金融部金融課 03（5320）4877 

様式 15：倒産等企業届出書・名簿（経営）1/全 2ページ 
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 倒産等関連中小企業者名簿（東京都内） 
 

倒産等企業名  

記入責任者  

 

法人名又は商号 
代 表 者 名 
（事業主名） 

住 所 業 種 負債額又は債権額 備 考 

     千円  

     千円  

     千円  

     千円  

     千円  

     千円  

     千円  

     千円  

     千円  

     千円  

     千円  

     千円  

     千円  

     千円  

     千円  

     千円  

     千円  

     千円  

     千円  

     千円  

     千円  

     千円  

     千円  

     千円  

     千円  

計  企業 負債額又は債権額計  千円 

 

≪ 記入上の注意 ≫ 

（１）法人企業については法人名及び代表者名を、個人企業については事業主名を、必ず記入してくださ

い。 

（２）東京都内に住所（営業の本拠）を有する債権者（大企業・金融機関・貸金業者等を除く）全員を記

入してください。 

（３）追加届出は原則として認めません。 

様式 15：倒産等企業届出書・名簿（経営）2/全 2ページ 
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 アスベスト対策計画書  

 

平成  年  月  日 

 

（申込者） 住  所   

 名  称   

 代 表 者  印 

 電  話     （    ）       

 

 「経営支援融資 区市町村認定書不要型（略称：経営一般）」を申し込むため、この書類を提出

します。 

 

１ 工事概要 

所 在 地  

所有者の住所・氏名※  

建 物 等 の 概 要 
主たる用途  床 面 積  

構造・階数  
アスベスト 
使 用 面 積  

工 事 の 種 類  解体工事  改修工事  

施 行 業 者  

実 施 予 定 日 年  月  日 ～ 年  月  日 

休 業 予 定 日 年  月  日 ～ 年  月  日 

※ 法人については、法人名及び代表者名、主たる事務所の所在地を記入してください。 

 

２ 資金計画 

支 出 調 達 

工 事 費 用  千円 借 入 金  千円 

所要運転資金※1  千円  う ち 本 件  千円 

そ の 他  千円 自 己 資 金  千円 

合 計  千円 合 計  千円 

※1）下記により算出してください。 

所要運転資金 
≦ 

当該物件での年商※2 
÷ 365 × 

休 業 日 数※3 

   

※2）当該物件での前年度売上高が確認できる書類（試算表、帳簿の写し等）を添付してください。 

※3）準備期間と工事期間（調査等の期間を含む）の合計日数を記入してください。 

 

≪ 注意事項 ≫ 

この計画書に基づき、金融機関及び保証協会が融資の審査を別に行います。その審査によって、融資の

諾否や融資金額が決定されます。

様式 16：アスベスト対策計画書（経営一般）全 1ページ 
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 事業承継計画書  
 

 

平成  年  月  日 

 

 

（申込者） 住  所   

 名  称   

 代 表 者  印 

 電  話     （    ）       

 

 

 

「経営支援融資 事業承継支援型（略称：事業承継）」を申し込むため、この書類を提出 

します。 

 

 ≪ 承継の区分 ≫（該当するものいずれかに○印を付してください。） 

 代表者の交代（承継を行う申込者（法人）が引き続き事業を行う。） 

 事業の譲渡 （申込者（法人・個人）が事業の譲渡を受け、事業を行う。） 

 

 ≪ 承継者の区分 ≫（該当するものいずれかに○印を付してください。） 

 親族内承継（被承継者の親族が、事業を承継する。） 

 従業員承継（承継する事業に従事している従業員が、事業を承継する。） 

 第三者承継（第三者が、事業を承継する。） 

 

 ≪ 承継の範囲 ≫（該当するものいずれかに○印を付してください。） 

 全部承継（承継が、被承継者の事業全部を対象とする。） 

 一部承継（承継が、被承継者の事業の一部を対象とする。） 

  

注）この計画書は、融資申込時に金融機関等へ提出してください。（金融機関等を経由して保証協会に送付

されます。） 

 

受付機関記入欄 保証協会記入欄 

（受付日） （受付機関名） （受付日） （担当・内定） 

   
 

千円 

様式 17：事業承継計画書（事業承継）1/全 5ページ 
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１ 被承継者（事業）の概要等 

被 

承 

継 

者
（ 

事 

業 

）
の 

概 

要 

名 称  代 表 者 名  

資 本 金 千円 従 業 員 数 人 決 算 期 月決算 

創 業 時 期 
個人・法人     明・大・昭・平  年  月 

（個人から法人化した場合はその時期：  年  月） 

承継予定日    年   月   日 

被承継事業 
(全体)の業種 

※ 一部承継の場合、承継対象を○で囲んでください。 

 

主な取扱品目 
（業務内容） 

※ 一部承継の場合、承継対象を○で囲んでください。 
受注生産    ％ 

 

見込生産    ％  

企業の沿革 
本人の経歴 

 

 （現在地での営業年数：  年  月） 

取引先 
の 

状 況 

主

な

販

売

先 

会 社 名 
構成比 

（％） 

回収条件（％） 

主

な

仕

入

先 

会 社 名 
構成比 

（％） 

回収条件（％） 

現金 手形 現金 手形 

        

        

        

        

納

税

状

況 

（  ）年度 法人税・所得税 事 業 税 

許

認

可

等 

種 類  

税 額 円 円 名 義 人  

納 税 額 円 円 名 義 変 更 済・ 年 月 日予定 

未 納 額 円 円 番 号  

 有 効 期 間  年 月 日～ 年 月 日 

承継する事業の 
名称・実施場所 
（ 予 定 ） 

（申込者の本店又は支店登記が現在東京都内にない場合のみ記入してください。） 

名 称   

所在地   

   

様

式

1

4

：

事

業

承

継

計

画

書

（

事

業

承

継

）

2

/

全

4

ペ

ー

ジ 

様式 17：事業承継計画書（事業承継）2/全 5ページ 
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２ 事業承継の経緯（具体的に記入してください。） 

（１）承継者と被承継者（その代表者を含む。）の関係 

 

（２）事業承継を行う理由 

 

 

３ 事業承継の対象物 
※ 承継の範囲が全部承継の場合、下表の記入は不要です。（承継時の貸借対照表を添付してください。） 

 対 象 金 額（千円） 使途の概要 

流

動

資

産 

売掛債権（売掛金・手形）    

在庫    

その他流動資産    

固

定

資

産 

土地    

建物    

営業権・特許権・借地権    

その他固定資産    

流

動

負

債 

買掛債務（買掛金・手形）    

短期借入金    

（うち保証付借入金） （ )  

その他流動負債    

固

定

負

債 

長期借入金    

（うち保証付借入金） （ )  

その他固定負債    

様式 17：事業承継計画書（事業承継）3/全 5ページ 
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※ 承継の区分が「代表者の交代」の場合は、下記の４及び６を記入し、「事業の譲渡」の場合は、下記の

５及び６を記入してください。 

４ 承継計画（※ 「代表者の交代」の場合に記入）                    （千円） 

 承継前 
( / 期) 

1 年目 
( / 期) 

2 年目 
( / 期) 

3 年目 
( / 期) 

4 年目 
( / 期) 

5 年目 
( / 期) 

6 年目 
( / 期) 

7 年目 
( / 期) 

8 年目 
( / 期) 

9 年目 
( / 期) 

10 年目 
( / 期) 

事

業 

売 上 高            

経常利益            

従業員数            

現

経

営

者 

年 齢            

役 職            

関 係 者 
の 理 解 

           

持株 (%)            

後

継

者 

年 齢            

役 職            

後 継 者 
教 育 

           

持株 (%)            

事業承継に 

おいて計画的 

に取り組む 

事 項 

 

本件の申込み

に至った経緯 

 

様式 17：事業承継計画書（事業承継）4/全 5ページ 

 



青字：26年度初の改イム：検討中・追加修正            2015/03/12 12:08:57 

‐107‐ 

５ 承継前後の損益実績及び計画（※ 「事業の譲渡」の場合に記入）          （千円） 

 
  ／  期   ／  期   ／  期   ／  期 

(承継者実績) ％ (被承継者実績) ％ (承継者計画) ％ (被承継者計画) ％ 

売 上 高  100  100  100  100 

売 上 原 価         

売上総利益         

販売管理費         

営 業 利 益         

営業外収益         

営業外費用 
（うち支払利息･割引料） 

 
(    ) 

 

 

 
(    ) 

 

 

 
(    ) 

 

 

 
(    ) 

 

 

経 常 利 益         

特 別 損 益         

法 人 税 等         

当期純利益         

減価償却費         

従 業 員 数 人 人 人 人 

売上高・利益の根拠、
財源不足の補填方法等 

 

 

（この欄に書ききれない場合は、適宜、別紙に記載し添付してください。） 

本件の申込み 
に至った経緯 

 

 

６ 資金計画 

調 達 先 金 額（千円） 金利（予定・年利） 返 済 期 間 備 考 

  ％ 年 （今回申込分） 

  ％ 年  

  ％ 年  

自 己 資 金  ― ―  

そ の 他  ％ 年 増資・資産売却・その他（○で囲む） 

合 計     
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 事業計画書（事業承継） 
 

 

平成  年  月  日 

 

 

（申込者） 住  所   

 名  称   

 代 表 者  印 

 電  話     （    ）       

 

 

 

「経営支援融資 事業承継支援型（略称：事業承継）」を申し込むため、この書類を提出 

します。 

 

 ≪ 承継の区分 ≫（該当するものいずれかに○印を付してください。） 

 代表者の交代（承継を行う申込者（法人）が引き続き事業を行う。） 

 事業の譲渡 （申込者（法人・個人）が事業の譲渡を受け、事業を行う。） 

 

 ≪ 承継者の区分 ≫（該当するものいずれかに○印を付してください。） 

 親族内承継（被承継者の親族が、事業を承継する。） 

 従業員承継（承継する事業に従事している従業員が、事業を承継する。） 

 第三者承継（第三者が、事業を承継する。） 

 

 ≪ 承継の範囲 ≫（該当するものいずれかに○印を付してください。） 

 全部承継（承継が、被承継者の事業全部を対象とする。） 

 一部承継（承継が、被承継者の事業の一部を対象とする。） 

  

注）この計画書は、融資申込時に金融機関等へ提出してください。（金融機関等を経由して保証協会に送付

されます。） 

 

受付機関記入欄 保証協会記入欄 

（受付日） （受付機関名） （受付日） （担当・内定） 

   
 

千円 

様式 18：事業計画書（事業承継）1/全 3ページ 

 



青字：26年度初の改イム：検討中・追加修正            2015/03/12 12:08:57 

‐109‐ 

１ 実施した事業承継の概要等 

承 

継 

直 

前 

決 

算 

期 

に 

お 

け 

る 

被 

承 

継 

者
（ 

事 

業 

）
の 

概 

要 

名 称  代 表 者 名  

資 本 金 千円 従 業 員 数 人 決 算 期 月決算 

創 業 時 期 
個人・法人     明・大・昭・平  年  月 

（個人から法人化した場合はその時期：  年  月） 

承継実施日    年   月   日 

被承継事業 
(全体)の業種 

※ 一部承継の場合、承継対象を○で囲んでください。 

 

主な取扱品目 
（業務内容） 

※ 一部承継の場合、承継対象を○で囲んでください。 
受注生産    ％ 

 

見込生産    ％  

企業の沿革 
本人の経歴 

 

 （現在地での営業年数：  年  月） 

取引先 
の 

状 況 

主

な

販

売

先 

会 社 名 
構成比 

（％） 

回収条件（％） 

主

な

仕

入

先 

会 社 名 
構成比 

（％） 

回収条件（％） 

現金 手形 現金 手形 

        

        

        

        

納

税

状

況 

（  ）年度 法人税・所得税 事 業 税 

許

認

可

等 

種 類  

税 額 円 円 名 義 人  

納 税 額 円 円 名 義 変 更 済・ 年 月 日予定 

未 納 額 円 円 番 号  

 有 効 期 間  年 月 日～ 年 月 日 

承継した事業の 
名称・実施場所 

（申込者の本店又は支店登記が現在東京都内にない場合のみ記入してください。） 

名 称   

所在地   
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２ 事業承継の経緯（具体的に記入してください。） 

（１）承継者と被承継者（その代表者を含む。）の関係 

 

（２）事業承継を行った理由 

 

 

３ 事業計画                                     （千円） 

 

承継前直近期 

／ 期 

承継後 1年目 

／ 期 

2年目 

／ 期 

3年目 

／ 期 

4年目 

／ 期 

5年目 

／ 期 

(実績) (実績・計画) (実績・計画) (実績・計画) (実績・計画) (計画) 

売 上 高       

売 上 原 価       

売上総利益       

販売管理費       

営 業 利 益       

営業外収益       

営業外費用 
（うち支払利息･割引料） 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
(    ) 

経 常 利 益       

特 別 損 益       

法 人 税 等       

当期純利益       

減価償却費       

従 業 員 数 人 人 人 人 人 人 

売上高・利益の根拠、
財源不足の補填方法等 

 

 

（この欄に書ききれない場合は、適宜、別紙に記載し添付してください。） 

本件の申込み 
に至った経緯 
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 情報提供等に関する同意書  
 

 

平成  年  月  日 

 

 

私（当社）は、企業再生支援融資（リバイバル支援）の利用に関し、融資及び保証審査等に必

要な私（当社）に関する情報について、東京信用保証協会及び下記に指定する東京都中小企業制

度融資取扱指定金融機関並びに支援機関等の間で提供し合うこと及び共有することに同意しま

す。 

 

 

情報提供等に同意する機関等 

（ 取扱指定金融機関の名称 ） 

（ 支 援 機 関 等の名称 ） 

 

 

 

 

 

（会社名）   

（代表者）  印 
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「特別借換」事業計画書  
 

平成  年  月  日 

 

住  所   

申 込 人  印 

 

１．借入申込みの内容                              （千円） 

 金 融 機 関 借 入 日 当初借入額 現 在 残 高 月 返 済 額 最 終 期 日 

既

往

借

入

金 

 年  月  日      年  月  日 

 年  月  日      年  月  日 

 年  月  日      年  月  日 

 年  月  日      年  月  日 

 年  月  日      年  月  日 

① 小  計※1 ― A   ― 

② 増額借入希望額※2 B   回返済 

③ 借 入 申 込 額（①＋②） A+B     年  月  日 

※1 本融資により借り換える既往の保証付融資の状況を記入してください。 
※2 事業計画の実施に必要な資金であることについて、経営の実績及び見込の説明とともに３．の「補足・
コメント」欄に記入してください。 

 

２．今後計画的に取り組む事項（次の１～３の中で該当する番号に○印を付し、具体的に記入してください。） 

１．売上・受注の増加を図る      ２．収益性の向上を図る      ３．その他 

 

 

３．経営の実績及び見込                             （千円） 

 前 期 実 績 今年度見込 翌年度見込 補足・コメント 

売 上 高     

売上総利益    

販売管理費    

 

人 件 費    

減価償却費    

そ の 他    

営 業 利 益    

営業外損益    

経 常 利 益    

当 期 利 益    

※ 既に作成済みの事業計画書等を添付する場合は、２．及び３．の記入を省略することができます。 
 

この度の借換資金については、申込人の金融正常化に寄与し、かつ事業経営に利益となるも

ので、当    では今後とも積極的に支援育成していく方針です。 

金融機関本・支店名   

代 表 者 名  印 
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